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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１１月１６日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時５４分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 木村勝彦  委　　員 藤浦雅彦

委　　員 原田　平  委　　員 野原　修

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 都市整備部長　岩田延弘 

土木下水道部長　山脇　智 同部次長兼下水道管理課長　宮川茂行

下水道業務課長　石川裕司 下水道管理課参事　山口　繁

下水道整備課長　渡辺勝彦

水道部長　池田三紀夫　　同部参事兼工務課長　林　薫

総務課長　乾　富治 営業課長　五味宗一

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫　　　同局次長代理　上　清隆 同局主幹　日垣智之

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第６号　平成１６年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

　　認定第２号　平成１６年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　ただいまから建設常

任委員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は、藤浦委

員を指名します。

　認定第６号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　山脇土木下水道部長。

○山脇土木下水道部長　認定第６号、平

成１６年度摂津市公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明させていた

だきます。

　１００ページをお開き願います。

　歳入歳出決算事項別明細書について、

まず歳入から説明させていただきます。

款１、分担金及び負担金、項１、負担金、

目１、公債費負担金は、公共下水道幹線

の建設に係る吹田市と茨木市からの起債

償還負担金で、収入済額は前年度に比べ

４５．２％の増額となっております。こ

れは、本市が交付税の不交付団体となっ

たことに伴い、茨木市からの負担金が増

額となるもので、協定書の規定に基づい

て処理したものでございます。目２、受

益者負担金は、公共下水道の供用開始に

伴い、受益者から受益面積に応じて賦課

徴収する負担金で、収入済額は前年度に

比べ２２．９％の増額となっております。

これは供用開始面積が増加したことに加

え、滞納繰越分の徴収に努めたことによ

るものでございます。また、今回、時効

により徴収権が消滅する平成８年度まで

の賦課分を不納欠損としており、その件

数は２５６件、１，７５５万６，３００

円でございます。なお、平成１６年度は、

摂津南負担区ほかで約６，７２４平方メー

トルに賦課いたしております。歳入状況

につきましては事務報告書の２３６ペー

ジをご参照願います。

　款２、使用料及び手数料、項１、使用

料、目１、下水道使用料で、収入済額は

前年度に比べ７．２％の増額となってお

ります。これは下水道使用料の改定及び

供用開始区域の拡大によるものでござい

ます。なお、不納欠損につきましては１

２６件、１１０万６，１５０円でござい

ます。歳入状況につきましては事務報告

書の２３６ページをご参照願います。項

２、手数料、目１、下水道手数料は、指

定工事店等の申請に係る手数料でござい

ます。収入済額は前年度に比べて１３．

８％の減額となっております。これは、

指定工事店指定申請件数や責任技術者登

録申請件数の減少によるものでございま

す。

　款３、国庫支出金、項１、国庫補助金、

目１、下水道事業費国庫補助金で、収入

済額は前年度に比べ１４．３％の増額と

なっております。これは補助対象事業量

の増加によるものでございます。

　款４、繰入金、項１、目１、一般会計

繰入金で、収入済額は前年度に比べ２７．

９％の減額となっております。これは、

資本費平準化債の発行に伴い、公債費の

元金償還に充てる繰入金が減少したこと

や、下水道使用料の増収等によるもので

ございます。　款５、諸収入、項１、資

金貸付金返還収入、目１、水洗便所改造

資金貸付金返還収入で、収入済額は前年

度に比べ４．７％の増額となっておりま

す。これは平成１３年度から平成１６年

度の貸付分や滞納繰越分の徴収に努めた

ことによるものでございます。なお、歳

入状況につきましては、事務報告書の２

３６ページをご参照願います。　項２、

目１、雑入で、収入済額は前年度に比べ

２６．４％の減額となっております。

　１０２ページをお開き願います。

　款６、市債、項１、市債、目１、下水
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道債で、収入済額は前年度に比べ２２３．

８％の増額となっております。これは、

新たに資本費平準化債を発行したことに

よるものでございます。なお、借入先に

つきましては、公共下水道事業債及び流

域下水道事業債が財務省と公営企業金融

公庫で、資本費平準化債は摂津水都信用

金庫となっております。

　以上が歳入の主な内容でございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。詳細につきましては決算概要

の２０９ページから２１３ページに記載

いたしておりますので、あわせてご参照

願います。

　１０４ページ、款１、下水道費、項１、

目１、下水道総務費では、その支出済額

は前年度に比べ１．６％の増額となって

おります。主な内容といたしましては、

節２、給料から節４、共済費まで、職員

１３名の人件費となっており、機構改革

に伴い前年に比べ２名増員となっており

ます。節１３、委託料では、パソコン保

守委託料のほか、下水道工事に伴う家屋

被害補償に係る訴訟委託料でございます。

節１４、使用料及び賃借料では、電子複

写機レンタル料でございます。節１９、

負担金、補助及び交付金では、日本下水

道協会や日本下水道事業団などに対する

負担金でございます。

　１０６ページ、節２７、公課費では、

消費税及び地方消費税でございます。項

２、下水道事業費、目１、下水道管理費

では、その支出済額は前年度に比べ２．

５％の増額となっております。主な内容

といたしましては、節８、報償費では受

益者負担金賦課に伴う前納分２０１件の

報償金でございます。節１１、需用費で

は、ポンプ場等の光熱水費のほか、修繕

料で公共下水道施設やガランド水路に係

る補修費などでございます。節１３、委

託料では、下水道使用料の徴収事務を水

道部へ委託しているほか、雨水排除のた

めの集中管理室維持管理業務委託やガラ

ンド水路親水施設に係る管理委託などで

ございます。なお、委託内容につきまし

ては、事務報告書の２４４ページから２

４６ページをご参照願います。

　１０８ページ、節１４、使用料及び賃

借料では、雨水取水施設の用地や公共下

水道管埋設用地の土地借上料でございま

す。節１９、負担金、補助及び交付金で

は、安威川、淀川右岸流域下水道組合に

対する流域下水道施設維持管理負担金や

水洗便所改造費用に対する助成金でござ

います。節２１、貸付金では、水洗便所

の普及促進を図るための水洗便所改造資

金貸付金でございます。目２、下水道整

備費では、その支出済額は前年度に比べ

９．３％の減額でございます。主な内容

といたしましては、節２、給料から、節

４、共済費までは、職員８名の人件費で

ございます。

　１１０ページ、節１３、委託料では、

工事設計外委託料等でございます。なお、

委託内容につきましては事務報告書の２

５６ページをご参照願います。節１４、

使用料及び賃借料では、パソコン借上料

でございます。節１５、工事請負費では、

茨木摂津処理分区などにおきまして、管

渠布設工事を実施しており、工事件数は

２０件、管渠の布設延長は約２．６キロ

メートルとなっております。なお、工事

の内容につきましては、事務報告書の２

５７ページから２６０ページをご参照願

います。節１９、負担金、補助及び交付

金では、大阪府に対する流域下水道施設

の建設分担金でございます。節２２、補

償、補填及び賠償金では、公共下水道工

事に伴い、支障となった水道管のほかの

移設費でございます。
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　次に、款２、公債費、項１、公債費、

目１、元金では、その支出済額は前年度

に比べ８．１％の増額となっており、節

２３、償還金、利子及び割引料では公共

下水道事業債及び流域下水道事業債の元

金償還金でございます。目２、利子では、

その支出済額は前年度に比べ４．４％の

減額となっており、節２３、償還金、利

子及び割引料では公共下水道事業債及び

流域下水道事業債の利子償還金並びに一

時借入金利子償還金でございます。

　款３、予備費、項１、目１、予備費で

は、当初予算額６００万円のうち、充当

額は７８万円でございます。その内容は、

下水道工事に伴う損害賠償請求事件に係

る訴訟委託料に充当したものでございま

す。

　款４、繰上充用金、項１、目１、繰上

充用金、節２２、補償、補填及び賠償金

では、前年度の歳入不足額を繰上充用金

で補てんしたものでございます。なお、

１１３ページに実質収支に関する内容を

記載いたしておりますので、ご参照願い

ます。

　以上、平成１６年度特別会計歳入歳出

決算についての補足説明とさせていただ

きます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　野原委員。

○野原委員　５点ほど教えていただきた

いことを、質問をさせていただきます。

　まず、埋設同意についてでありますが、

困難な場所の今取り組み、どういう状況

の場所があるかということを教えていた

だきたいと思います。

　２点目、供用開始３年以内という形の

取り組みがあろうかと思いますが、その

進捗状況と、これを１００％回収するこ

とによって売り上げが伸びるという形の

状況にあると思うんですが、その辺の取

り組みをどうされているかということ。

　３番目、摂津市は分流式と合流式とい

う形、安威川以北と以南、その状況は違

うと思うんですけど、今、合流式のとこ

ろが、雨水がたまれば、３倍の量になれ

ば下水というか、そういうのも一緒に流

れて、川に流れ込むというようなことを

聞いております。そういった場合に、今

後の対応策とか、そういうのをどう考え

ておられるのか、お聞かせ願いたいと思

います。

　４番目、ガランド親水施設管理事業、

維持管理について、今後どういうふうに

お考えなのか。今の状況の中では、なか

なか費用がかかりすぎるという状況の中

での今後の対応をどう考えておられるの

か、お聞きしたいと思います。

　次、５番目、不納欠損額約１，７００

万円出ております。また、収入未済額が

１，４００万円出ております。その内容

を聞かせていただきたいのと、収入未済

額が不納欠損額の中に含まれる今後の見

込みなどがあれば、それもまた聞かせて

いただきたいと思います。

　続きまして６番目。資本費平準化債、

これは平成１６年度から１８年度まで３

年間で２９億円、１９年度から２１年度

までで３５億円ということで、６４億円

でそういう形、借り入れの見込みがつい

ておりますが、これは元利償還金の負担

増と借金の先送りというようなことを言

われております。それに当たりまして、

その取り組み方、今後の下水道としてど

う取り組まれていくのかという見解をお

聞かせいただきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　今のご質問の

中で、私の方で２番目の供用開始３年目、
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それから３番目の合流、分流の話。それ

からガランドの今後の対応、この３点に

ついてご説明申し上げます。

　供用開始３年以内の水洗化への切りか

えという形の中で、本来、下水道法でう

たわれています内容につきましては、く

み取り便所を一応３年以内に切りかえな

さいと、こういう表現がございます。浄

化槽等につきましては速やかにというよ

うな表現になっております。私ども、公

共下水道の面整備をしていく上で、毎年

９月１日付けをもちまして、供用開始の

告示を打っている状況にございます。そ

の時点で、供用開始の告示を打つ前に、

そのエリアの方々に公共下水道が使えま

すよというご案内を申し上げております。

その折に、受益者負担金と排水設備の説

明会をあわせてさせていただいていると

いう状況にございます。その中で、今、

ご指摘の３年以内に水洗化への切りかえ

をお願いしているという状況にございま

す。

　その水洗化の中で、平成１６年度末で

すけれども、水洗化につきましては普及

率７９．１％に対して９２％の方が水洗

化に切りかえていただいているという状

況にございます。私どもも面整備した形

の中では、本来、速やかに接続していた

だくと。そういうことで私どもも投資効

果を上げていくという状況を願っており

ますが、なかなか速やかに切りかえてい

ただけない方が、今も水洗化率９２％と

いうことで、約８％の方、この方々が、

やはりなかなかいろんなご事情がある中

で、接続していただけない状況にござい

ます。私どももそういう形の中では、少

しでも早く切りかえをしていただけるよ

うに、供用開始区域で水洗化への取り組

みをなされていない家庭に対しまして、

できるだけ早く切りかえをお願いしたい

というような形で、供用開始１年後にお

きまして、そういう箇所に対する啓発活

動を行っているというのが現状でござい

ます。

　それと、３点目の合流区域の降雨時、

一定量の汚水以外はそのまま川へ流れ込

むと。今後、その対応策はということで

すが、これは東京のお台場の方でオイル

ボールが海岸に打ち寄せられたと。それ

は降雨時の後に必ず出てくるという状況

がございました。これは、合流区域の水

が、ご指摘のとおり雨とまざって出てく

るという状況での内容でございます。今、

そういう形の中で、合流区域を抱えます

公共下水道を担当している行政に対して、

合流改善をしなさいということが言われ

ております。これは、一応１０年の期間

をもって、何らかの対応をしなさいとい

う状況でございます。私どもの公共下水

道は安威川流域下水道関連公共下水道と

いうことで、安威川流域に依存している

状況にございます。これは、私どもだけ

でなしに、流域全体で取り組んでいこう

と、こういう話になってございます。

　降雨時の雨水、今、通常の汚水を私ど

も１Ｑという呼び方をしております。そ

の汚水の３倍量は処理場へ持っていく。

それ以上の水量につきましては公共水域

といいますか、河川へ放流するという形

になってございます。そういう状況の中

で、少しでも公共水域への汚濁負荷を少

なくしようということで、ポンプ場ある

いは自然にはく口がございます。そうい

うところで自然にはくところにつきまし

ては、今、３Ｑ堰という堰をこしらえて

おりますけれども、その堰を降雨時に超

える回数を２分の１程度に抑えなさいと、

こういう指導が参っております。ですか

ら、その分につきましては堰高を上げて

まいるという状況になります。
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　私ども、千里丘東３丁目と４丁目の境

にあります境川というところに、はけ口

を１か所設けております。この分につき

ましては、今、堰を上げる手段としてど

ういう方法があるかということで、今、

検討をしているという状況でございます。

私どもの方には摂津ポンプ場、それから

味舌ポンプ場というのがございます、流

域の施設ですけれども。味舌ポンプ場が

合流区域に設置されていると。そこでも、

やはり汚水を処理場へ多く運ぶという状

況になりますから、汚水系のポンプを増

設する形で、汚水と雨水がまざったもの

を多く取り込もうという計画を、大阪府

の流域下水道事務所の方で検討されてい

るという状況です。ある程度メニューが

固まってきておりまして、あと費用負担

等をどうしていくかということを、今後、

関係市と詰めていかなければならないと

いう状況でございます。

　それから、ガランドの維持管理という

状況になろうかと思います。このガラン

ド水路につきましては、平成１１年４月

２９日よりオープンした施設でございま

すが、この中では、やはりもともとの水

路が非常に環境的に悪い状況にございま

した。その公共下水道が整備されたとい

う状況のもとでは、もう排水水路として

の機能も低下してきたと。何らかの形で

今の改善策はないかというお話がござい

まして、その中で、どういうふうな活用

をするかと、その水路敷を。当初は非常

に道路事情が悪うございましたから、道

路拡幅だとかいう意見もございましたが、

結果的には沿道の方々、地元住民の方々

とご相談も申し上げました。その中では、

やはり人が安全に歩けるスペース、そし

て憩いが潤える快適空間が望ましいとい

う結果で、今の施設をつくったという経

過がございます。その経過の中でも、や

はり下水道でなぜああいう施設を管理し

ているかという話になるのですが、あの

施設につきましては、処理場で発生しま

す処理水、これを流すという条件のもと

で、再生水のモデル事業という位置づけ

で整備させていただいた施設でございま

す。その中では、今後、やはり下水道の

再生水がいかに有効に使われているかと

いう１つのモデル事業でもありますから、

私どもとしては、今後も良好な快適空間

を維持管理していきたいと、こういうよ

うに考えております。

　ただ、今、財政事情が非常に苦しゅう

ございます。もう一つは、処理水を流す

関係上、光合成によりますコケが非常に

発生すると。これをやはりそのまま置い

ておきますと、環境美化にも影響します

ので、非常に頻度の高い状況で清掃をし

ていると。ですから、この辺あたりが、

今、内部的にも、もう水をとめてはどう

かと、こういう話がございまして、私ど

もとしましては、その範囲につきまして

は、財政の許す限り流してまいりたいと。

ただ、もうどうしてもだめという話にな

れば、今度は好転した時点で再開すると

いうふうな形で考えております。ただ、

これも国費を受けております関係上、大

阪府の方にもご了解をいただいた上で、

判断してまいらなければならないかなと、

このように考えております。ですから、

維持管理につきましては、せせらぎのそ

ういう清掃、あるいは防火水槽のしゅん

せつ、植栽の剪定、それから日常の清掃

ということで、親水施設管理委託料など

を計上させていただいています。また、

水質にも監視を向けていかなければなら

ないというところで、水質の分析委託料

などを計上させていただいていると。私

どもとしましては、今後も良好な環境の

維持管理に努めてまいりたいと、このよ
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うに考えております。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　それでは、１点

目の、埋設未同意地域の取り組み状況と

いうことに対するご答弁をさせていただ

きたいと思います。

　まず、埋設同意につきましては、下水

道管を民有地に、要は私道の方に布設す

る場合、権利者の同意が必要不可欠なも

のでございます。私どもといたしまして

は、前年度の設計段階、また当該年度の

積算段階におきまして、実施予定箇所の

道路敷権利者の方とお会いしまして、下

水道の現状と役割の説明を十分いたした

中で、同意がいただける努力をさせてい

ただいて、今現在、進ませていただいて

いるような状況でございます。しかしな

がら、その中で、どうしてもさまざまな

事情によりまして、同意がいただけない

箇所がございます。

　今現在、数年来同意のいただけなかっ

た地域につきまして交渉を続けることに

よりまして、東別府２丁目水神木水路以

西の下水整備については、本年度で完了

してまいるところでございます。また、

以前から同意をいただけてなかった一津

屋３丁目９番地内、こちらにおきまして

も今年度実施予定箇所に上げさせていた

だいて、取り組んでいるという状況でご

ざいます。しかしながら、地域全体にわ

たりまして、まだ同意がいただけてない

箇所としまして１２か所ございます。延

長にして２．１５キロメートルございま

す。我々といたしましても、さまざまな

理由はあるんですが、やはり供用開始区

域、未供用区域、市民の公平性の観点か

ら、やはりいっときも早く整備を進めて

いきたいということで、粘り強く交渉の

方は今後とも続けてまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　受益者負担金、

それから貸付金の収入未済、この額が多

い。今後、取り組みがどうなのか、また

収入未済の中に不納欠損分があるのかと

いうお問いがございました。

　受益者負担金につきましては、今回、

１，７５５万６，３００円を不納欠損い

たします。この内容につきましては、昭

和５９年から平成８年度賦課分のうち、

不納欠損になるもの、時効が到来したも

のを不納欠損するということでございま

す。これまでの取り組みとして、督促は

行っていたものの、催告については大口

しかしていないとか、十分な取り組みで

はなかったと考えております。平成１６

年度、新たな組織体制となりまして、今

現在、債権回収に積極的に取り組んでい

るところでございます。

　貸付金につきましても同様に督促等は

行っていたけれども、催告については不

十分であったと聞いておりまして、これ

につきましても同様に、今、債権回収を

図っているところでございます。

　収入未済の中に不納欠損分がどの程度

あるのかということでございますが、受

益者負担金につきましては１，４００万

円を収入未済額として計上しております

が、既に５年の期間を超えているもの、

時効が到来しているものというのはござ

います。このため、平成１７年度、来年

の決算になるんですけれども、平成９年

度賦課分について不納欠損を考えており

ます。額にして約３２０万円程度になろ

うかと考えております。

　貸付金につきましては、これは１０年

という時効の期間がございます。民法の

適用を受けるということでございますけ

れども、これについては数年を超えたも
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のについての時効の援用、つまり相手方

がもう時効なので払う意思がないという

意思表示があるまでは、我々は請求をし

ていこうと考えておりまして、現在、不

納欠損ということは考えておりません。

しかしながら、今後、過年度のものにつ

いて催告、面談等をしていく中で、そう

いったものが出てくるとも、時効なので

払いませんという方が出てくる可能性も

あると考えております。

　次に、資本費平準化債でご質問がござ

いまして、既に平成１６年度平準化債を

発行し、今後についても平成２１年まで

の発行ということで６４億円程度予定し

ています。当然、元利償還がかなりの額

になってくると試算しておりますけれど

も、ざっと平成２１年まで発行した場合

の平準化債に係る元利償還額としまして

は、４億７，０００万円、５億円近い金

になってくるのかなと考えております。

これは確かに後年度において大きな負担

にはなってきますけれども、一方で、通

常の起債分、この元利償還が減ってくる

ということもあります。また、一般会計

の方でも、平成２１、２２年以降は財政

状況が回復してくるのかなと。さらには

下水道についても、今、健全化計画で予

定しております使用料の改定といったも

のも今後考えていく中で、資本費平準化

債の元利償還分については対応していき

たいと、こういうふうに考えているとこ

ろでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　埋設同意に関しまして、今、

あと１２か所で２．１５キロという形で、

本年２件そういう形で内諾を得れて開始

されると。鋭意努力されているという形

を、もう一歩進んだ形で努力していただ

いた形で、この１２か所、どうしても来

年度以降、今ずっとやってこられて時間

はかかってくると思いますけれども、も

う一度やっぱり手法というんか、攻め方

というんか、視点を変えた形でお願いし

に行って、何とか早い機会に達成される

ことを、これは要望としておきます。

　続きまして、供用開始という形の今ご

説明をいただいた中で、９２％水洗化と

いう形の中で、１年後に説明を行って、

再度そういうお願いをしているという形

の取り組みもお聞きしました。それを今

の形とは一緒になるんですけど、初めの

供用開始のときの説明会を開かれるとい

う状況なんですけど、今までの説明会の

仕方で十分なのかどうか、それを一度検

証していただいた中で、確実に３年以内

に供用開始していただけるという、その

辺の取り組み方も従来と違う視点でもっ

て、説明という形をしていただきたいと、

これも要望としておきます。

　続きまして、分流式という形は、大阪

府といろいろな形の流域との取り組みで、

今、次長の方で言われた形で取り組まれ

ているという形で、一刻も早い形で、そ

れが実行される形、これも要望とさせて

いただきます。

　続きまして、ガランドの親水施設の件

なんですけど、今、予算の関係で、でき

る限り今の状況を進めていきたいという

形のことをお聞きしましたが、これはや

はり市民の憩いの場として、今、摂津の

１つの、メーンとは言わないですけれど、

一応、安らぎのまち摂津という形の中で

も進めていただきたい。お金がなくなっ

たから、そういうところがなくなるとい

うのは、ちょっと寂し過ぎますので、そ

ういう形に対しても工夫をなされた形で

取り組まれて、予算が今、こういう状況

の中でそういう形のもので返還という形

もあろうかと思いますが、これはやっぱ

り全能力を傾けられて、何とか維持され
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るように、これも要望としておきます。

　続きまして、不納欠損額、収入未済額

の件なんですけれど、どちらかといいま

すと、時効という形のもので、これだけ

が出てくるというのは、民間では普通考

えがたい形の金額が、これはやはり今ま

での取り組み方、これは民間だったら、

自分の給料がそうでなくなるという形の

中で、本当に真剣性というのか、まず自

分の血が出るという思いで、そういう業

務に当たられてないことが、こういう事

態を招いたかと思います。

　そういう意味で、今、平成１６年度か

らそういう取り組みも変えられていると

いう形で取り組まれておりますが、これ

は次の平準化債のところでもお話したい

かと思うんですけれども、取り組み方が

やはり今までどおりではだめだという形。

なぜかというと、それは今までの人数で

システムだけを変えても、なかなかその

取り組み方、ミスの見つけ方という、やっ

ぱり意識改革をしていただかないと、ま

た同じことの繰り返しで、市民の方にご

迷惑をかけましたという、その謝りの言

葉だけでは、なかなか市民の同意を得ら

れた形で、これから市の運営、今、我々

が行財政改革に必死に取り組もうとして

いる、そういう方向性を導くためにも、

形を変えた形で、いろんな視点を持って

取り組んでいただきたいと思います。こ

れも要望としておきます。

　続きまして、資本費平準化債、この点

についてお聞きさせていただきたいと思

います。これも回収という形の中で、ど

うしても下水道料金の値上げという形の

問題が起こってこようかと思います。こ

れは大阪府下でも今、堺市に次いで摂津

市の下水道料金は高いと言われている。

これをいくばくか上げないと、この平準

化債の返還という形の事業に取り組めな

いという現状は、現実にあろうかと思い

ます。また、平成１９年度から健全化計

画の中でも、この平準化債を取り組む、

取り組まないにかかわらず、値上げとい

う形のものはうたわれておろうかと思い

ます。そういった中で、先般、新聞報道

の不祥事なんかもあった形で、組織変更

をされたり、いろんな形のもので、新た

に取り組むという形を見せられても、な

かなかそれが市民の目に具体的に映らな

かったら、本当に努力しているのかどう

かというのが見えなかったら、口先だけ

という形のもので、本当に市民に我々が

こんだけ努力してますという思いを知ら

せるために、また本当にそれに真剣に取

り組んでいるという状況を、お知らせい

ただいたらと思います。以上です。

○山本靖一委員長　山脇部長。

○山脇土木下水道部長　今、委員の方か

ら使用料の徴収未収の中での平準化債、

また平成１９年度に料金改定を行うこと

についてのご質問だったと思うんですけ

れども、我々といたしましては、平準化

債の発行に当たりましては、適正な使用

料の設定が条件づけられておることは事

実でございます。また、下水道事業経営

の安定化におきましても、平成１９年度

に見直しを予定いたしております。使用

料の見直しに当たりましては、将来の一

定期間におきます収支予測を立てて、収

入の増加や支出の抑制を図っても、なお

収入不足が見込まれる場合は、使用料を

改定するものでありますが、これにより

安定的な経営が図られたならば、下水道

の適正な維持管理や着実な整備が可能で

あると思っております。このために収入

の増加や支出の抑制を図りながら、使用

料の改定という方法でしか経営の健全化、

また安定化が図れないという収支見込み、

収支予測となれば、また何らかの必要な
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対策を講じなければ、平準化債の発行は

認められないと考えております。

　平成１５年度ですか、前回の使用料の

改定のときにも、各委員からいろんなご

意見をいただきました。次回の使用料の

改定に当たりましては、今回のような使

用料の徴収ミスを、まず絶対的に防ぐた

めに、下水道事業の適切な事務処理を確

立した中で、鋭意、収入の増加や支出の

抑制に努め、また本市の財政状況とか下

水道の運営状況、また市民への影響等、

総合的に勘案した中で、検討してまいり

たいと考えております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　最後、要望とさせていただ

きたいんですけど、私の考えがちょっと

ずれているかもわからないですけど、例

えば前回の、どうしても届け出なんかが

新築の改修工事とか、それがなかなか今

の現状の人数では現場で見つけにくいと

いうような状況で、そういう連携ミスで

徴収漏れが出てきたという状況も、さき

の協議会でお聞かせいただきました。

　そういう中で、私個人というんか、民

間の発想では、摂津市という株式会社の

中で、同じに働いている例えばごみの収

集、３人でやられている方が、そういう

現場で今こういう工事をしているとか、

水道のメーターを見られる方とか、いろ

んな形が、我々もそうなんですけれど、

やっぱり現場で見るという目が少ないか

ら、その情報がどういう形で集約された

中で、現状１名で回られているというの

が、それがもう目いっぱい、今まで少な

い人員の中で業務に当たられているとい

う形の中で、それを効率的な形で取り組

む、全市、全庁で取り組むという形の中

での、やはり場所は離れておりますが、

その辺で今インターネットという形の、

我々の場所にもそういう情報が集約でき

るようなシステムがあるので、やはり情

報をいろんな形で下水道の方で集約され

た形で、有効的にそういう現場に回ると。

また、課全体が何か月に１回かという形

で全市で出向いて、今、全市がどういう

状況かという形を取り組む方法もあるの

ではないかと思いますし、我々もそうい

う情報を下水道の方にこれからも提供し

ていきたいと思います。これは、やはり

課だけじゃなくて、やっぱり全庁がそう

いう形で、今、森山市長が言われている

行財政改革。財政ばかりではなくて、行

政の中の改革を、意識、視点をちょっと

変えた形で取り組まれたら、今までの問

題点とか、こんなことはもう解決できな

いという部分も解決できる、何かそうい

うポイントというか、そういうきっかけ

ができれば、また新しい改革につながる

と思いますので、そういう意識を持って

当たられてほしいということで、そうい

うシステムを何とか取り入れていただけ

ないかということを要望させていただい

て、終わらせていただきます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　まず、全体的にといいます

か、総論的にと申しますか、収支の問題

で、当初予算において歳入歳出について

５９億７，０２０万７，０００円という

当初は予算でございました。それで、い

ろいろ途中で補正もやられまして、決算

では実質収支としては、今回４億２，４

７３万５，０００円の赤字となりました

ね。単年度では７，７２４万５，０００

円の黒字ということになっています。こ

れは、平成１５年度には約５億円の赤字

が出て、繰上充用をして補てんをしたと

いう経緯があって、平成１５年度は５億

１９８万円の赤字が、若干減ったという

ことも、そういう見方もできるというこ

とになります。
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　しかし、この平成１６年度は料金改定

がなされた年でありまして、１２．５％

の値上げをされて、何がしかのそれで使

用料等が増えると予測されたと思うんで

すけれども、そういう収支全体について

予測と決算と、どういう結果になったの

かということを、一度ちょっと乖離等に

ついて、全体的にご説明をお願いしたい

と思うんです。どういうふうに判断され

ているかということです。

　それから２番目に、先ほども野原委員

からございました不納欠損について説明

がありました。受益者負担については全

体で２５６件ですか、平成８年までの分

が不納欠損になりますと。使用料につい

ては１２６件でしたか、ということでご

ざいましたけれども、内訳をいろいろ言っ

ていただきましたけど、もうひとつちょっ

とよくわかりにくい。前回、説明いただ

いた徴収漏れの分、そんなに多分なかっ

たと思うんですけど。この中の件数にし

たら、この表で徴収漏れで平成８年まで

の分で見ると、そんなに件数はなかった

ように思うんですが、徴収漏れの分で何

件あったのか。その辺の内訳と、それか

らそのほかにも多分あったと思うんです

けど、ほかの会計なんかでの徴収漏れの

ときに、よく理由としては転出をされて

行方がわからなくなっていらっしゃる方

がいらっしゃるとかあるんですけど、一

番気になるのは、払われない方、要する

に払われない方ですね。払えるだろう、

財政的にというか、収入もありそうなの

に払えないという方が何人かいらっしゃ

るということは、市税なんかのときでも

いつも気になるんですけど、そういう部

分もちょっと内訳を、もう少し詳しくご

説明いただきたいと思います。

　それから、３番目に、一般会計の繰入

れにつきまして、先ほども一般会計繰り

上げを１つは抑えていくという意味から

も、資本費平準化債を発行されていると

いうことでございました。経営健全化計

画という計画がありますね。それから経

営安定化計画という計画がございまして、

それぞれのすり合わせというんですか、

あれを行っていかなければいけないとい

うふうに資料には書いてあるんですけど、

（まず済みません、私、勉強不足で申し

わけないですが、）経営健全化計画の概

略はどういったものだったのか、それか

ら経営安定化計画がどういったものだっ

たのか、全体像と、それから平準化債に

関連をしたことでちょっと教えていただ

きたいと思います。

　それから４番目でございますが、水洗

便所の改造資金貸付金返還収入、これは

決算書では１０１ページになります。款

５、諸収入、項１、資金貸付金返還収入

ということで、目１の水洗便所改造資金

貸付金返還収入について、平成１６年度

としては２，２４８万６，５００円とい

う実績でございました。事務事業報告に

その詳細が書いてありますけれども、非

常に返済件数が月によってばらつきが多

いんですけど。例えば４月は１１１件で

あったり、また７月やったら２７８件と

か、ばらばらになっているんですけど、

定期的にお支払されている場合であれば、

もう少し平均化してくると思うんですけ

ど。このばらつきが、なぜこのように大

きいのかということについて、一度ご説

明をお願いしたいと思います。

　それから、先ほど不納欠損についても

野原委員からも質問ありました。不納欠

損については来年ですか、一応３００万

円が１７年度決算で出るかもわからない。

でも、これは担当課の意向としては、も

う不納欠損をしないで、あくまでも徴収

をしていくんだというようなことでござ
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いましたけれども、この全体の調査を他

の件で、一回徴収漏れの件があったとき

にあわせてやられたかもわかりませんが、

全体の全部の借りている方の洗い出しを

されたのかどうかがまず１つ。それから、

その結果どうであったのか。例えばちょっ

と言われてましたけども、請求を怠って

いたというのがあったというのがあった

とかいうのも、ちらって言ってはりまし

たけども、その辺のことがどういう結果

として出てきていたのか、ちょっと教え

てください。

　それから５番目ですが、水洗便所普及

事業についてですが、これは決算概要で

は２１０ページに記載されています。水

洗便所普及事業について、平成１６年度

では予算現額が２，５５０万円の予定を

しておられました。決算では７１３万１，

９４６円ということでとどまったという

ことで、ちょっと予測より大分少なかっ

たということでございました。先ほど、

パーセントについては約８％の方が切り

替えがまだできてないんですというふう

なお話もありましたけれども、これは切

り替えをされる方が全部これを利用して

いただけるかどうかというのは、また別

の話です。自費で全部やられる方も当然

いらっしゃると思いますけれども。いろ

んな理由があってまだできてないという

か、されてない方がいらっしゃると思う

んですけど。先ほど８％というのは、具

体的に件数で言うと何件ぐらいになるの

でしょうか。それで、その理由があると

思うんです。その理由までもしつかんで

いらっしゃるのであれば、例えば経済的

な理由で何件ぐらいとか、また所有の問

題ですね。例えば千里丘なんかよくあり

ますが、底地の所有者、それから建物の

所有者、それから入ってはる方、３種類

が１つの建物について所有者がいてはる

んですね、所有権とか権利のある方がい

らっしゃって、非常に複雑でまとまらな

いというケースもたまにあります。そん

なんも含めて、そういう切り替えない方

の実態と件数を把握されているのであれ

ば、ちょっとご答弁をお願いしたいと思

います。これは１６年度で結構です。

　それから６番目、ガランド水路の親水

施設管理について、先ほどもご答弁があ

りました。それで、将来的に水をとめよ

うかというふうな話もありますというこ

とでございましたけれども、清掃等につ

いて、当然つくられるときからそうです

が、地元自治会の方にいろいろ協力を得

ると。協議をしながら進められてまいり

ましたけれども、こういう財政的なこと

は一番大事な部分でもあるんですけど、

やっぱりつくられてきた経緯の中で、今

も清掃については地元の方に協力をいた

だいているという現状もございますので、

１８年度の予算に向けてどういうふうに

動いていくかわかりませんが、地元自治

会の方に対してのどのように考えてらっ

しゃるか、市として。ちょっとこの辺を

ご答弁をお願いしたいと思います。

　それから、先ほど国費の返還の話があ

るかもわからないという話もありました

けど、大阪府に協力をいただくと、お願

いをするということでございました。こ

れは賞をもらっていますね、よみがえる

水百選でしたか。こういう賞までもらっ

たガランド水路が、それはよみがえる水

があって初めてその部門でもらったわけ

で、よみがえる水がなくなりますから、

水が流れて枯山水のようにしてしまうと、

そういうことが許されるのかどうかとい

うことなんです。可能性があるのかどう

かということについて、一度ご答弁くだ

さい。

　それから７番目に、公共下水道整備事
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業事務事業ということになりますが、１

６年度末での伸び率、下水道普及率は７

９．１％ということでございましたけれ

ども、これは安威川以北はかなり高いで

すから、安威川以南に限って言うと、何

パーセントの伸び率になるということに

なるのか、ちょっとご答弁をお願いしま

す。

　それから８番目ですが、受益者負担金

について。受益者負担金制度について、

先ほど概略を説明していただきましたけ

れども、もう少しこの制度そのものを詳

しく説明をお願いたいと思うんです。そ

れから、どういう申請のシステムになっ

ているのか、実態はどういうふうに申請

がなされているのかということ。細目の

中には、じゃ平米掛ける何円でという規

定になって、それをお支払していただく

ということ、いろんなことがあると思う

んですが、その辺もあわせて一度ご説明

ください。

　それから９番目。最近ちょっと分譲マ

ンションがちょこちょこ建ってきており

ます。大体パンフレットなんかを見てま

すと、キッチンディスポーザーというん

ですか、生ごみが出ないんですね。生ご

みをばらばらにして下水に流してしまう

というんですね。そういうのをつけてい

るというのが気になりますけども、本市

の場合、この対策について非常に下水が

著しく汚れるということになりますけど、

どのように指導をされているのか、禁止

されているのか、それともそういう場合

は合併処理槽を設けて一次処理をしなさ

いというふうにされているのか、一度ご

答弁をお願いします。

　それから１０番目ですが、水洗便所の

改造助成金でございます。決算書では１

０９ページ、款１、下水道費、項２、下

水道事業費、目１、下水道管理費の負担

金、補助及び交付金のところにあります

が、この水洗便所改造助成金について、

申請をすると、お金をいただくわけです

が、申請の実態はどのようになっている

のでしょうか。これは多分、本人名義で

申請をされていると思うんですが、実態

はどうなんでしょうか。業者の方が多分

代行でやられている件数が多いと思うん

ですが、改造代金の一部をあてがってい

るわけですが、その辺の実態を教えてい

ただきたいと思います。

　それから、１１番目ですが、１６年度

末で結構ですが、料金改定のときも摂津

市の置かれている順位、府下での順位と

かお聞きしたんですけど、その他、他市

の値上げ等があったのかなかったのかも

気になるところですが、本市の下水道料

金の府下での順位を教えていただきたい

と思います。

　それと最後に、先ほど合流改善の話が

ありましたね。１０年以内に合流改善を

行っていくことになるんだと。とりあえ

ずは河川への流出を減らしていくという

ことになりますが、それで最後のあれで

はないと思うんですけど、多分もっと将

来的には、その合流を分流化していくと

いうふうなことにはなっていくんだろう

と思うんですが、この見通しですね。新

しく出てきたこういう方針と、それから

本市でいろいろ今、下水道の普及計画み

たいなものを、この間、計画で見せてい

ただきました。これが大分先まで３７年

まで計画されてますけど、この辺の影響

はどういうふうになっていくのかという

ところら辺を、どう考えていらっしゃる

のか、一度この際お聞かせ願いたいと思

います。以上です。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　下水道整備課の

方から、質問ナンバー７番、１６年度末
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の普及率７９．１％の内訳ということで

ございますので、その辺のご答弁をさせ

ていただきます。

　１６年度末、全域で７９．１％の普及

率でございまして、安威川以北につきま

しては、９２．６％、対前年度比でいい

ますと０．１％の伸びとなってございま

す。それで、安威川以南につきましては、

６６．６％。対前年度から言いますと２．

３％の伸びとなってございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　質問番号１番目、

当初予算と比べてどのような乖離があっ

たのかということで、使用料収入につい

ては、当初予算よりもかなり減ってきて

いると。これは大口の事業者が撤退した

ということが大きな原因と考えておりま

す。それ以外で、受益者負担金、貸付金、

この辺については滞納繰越分の徴収に積

極的に取り組んだということで、当初予

算を上回る収入があったと。一方、歳出

については、管理費等で経費削減を図っ

てきたということで、結果的に７，００

０万円程度の単年度では黒字になってい

ると。これは、健全化計画で大体５，０

００万円ぐらいと見込んでおりますから、

それを上回って赤字削減が図れたという

ふうに考えております。

　２番目のご質問で、使用料収入の不納

欠損の内容ということでございますけれ

ども、不納欠損１２６件でございまして、

その内訳、死亡が４件、転居先不明が１

１３件、それから破産が９件となってお

り、いずれも回収ができないということ

で、今回、不納欠損をさせていただいて

います。死亡４件につきましては、金額

が４万３，３７０円。転居先不明１１３

件分の金額については５６万７，８４１

円、破産９件の金額については４９万４，

９３９円となっております。

　徴収漏れの件でということでございま

すけれども、徴収漏れということで平成

１６年度にさかのぼって請求をしている

と。遡及額としてはざっと１０２万円程

度ございます。これは１６年度において

使用料の徴収してないものがあったとい

うことで、遡及をかけておる件数でござ

います。

　３番目で、一般会計繰入金に関連して、

健全化計画、それから安定化計画、この

辺の内容についてでございますけれども、

健全化計画といいますのは、平成２１年

までに累積赤字を解消していこうという

もので、その基本的な考え方としては、

使用料の適正化、さらには維持管理費、

特に人件費の抑制、そして建設費の抑制、

こういったものが大きな内容になってお

ります。安定化計画は、この健全化計画

を踏まえつつ、向こう２０年間の経営安

定化に向けた取り組み方針を定めたもの

でございまして、これにつきましては資

本費平準化債の発行に伴いまして、こう

いった安定化計画を策定しなさいという

ことで、向こう２０年間の計画を策定し

たものでございます。内容といたしまし

ては、健全化計画を踏まえておりますの

で、同じように使用料の改定ですとか、

建設費、維持管理費の抑制に努めるとい

うことを、基本的な取り組みとしており

ます。

　４番目で、貸付金返還収入、月によっ

て大きなばらつきがあるというようなご

質問でございました。これは、確かに毎

月納期がやってまいりますけれども、先

ほども言いましたように、督促、催告等

をやっておりまして、そういったことを

実施した月には、かなりの回収ができて

いると。特に７月、１２月、これはボー

ナス月になってきますので、このあたり

に集中して催告なり面談等を行っておる
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ということから、かなり金額的には額は

ふえていると。３月につきましては、こ

れはうちの整理の仕方なんですけれども、

３月分に出納閉鎖期間、４月、５月に入っ

てきたものを３月分として計上しており

ますので、ここら辺から３月分がふえて

いるというようなことになっております。

　これに関連して洗い出しができている

のかというようなご質問がございました。

平成１６年度に新たな体制となって、貸

付金、受益者負担金、こういったものに

ついてさかのぼって整理をしてまいりま

した。その中で、債務者と債権額、ここ

ら辺をちょっと洗い出してきて、今現在

ではほぼ確実に債権額、それから債務者

等を確認しております。

　受益者負担金制度の説明ということで、

受益者負担金制度、これは下水道が整備

された地域につきましては、土地の利便

性等が上がる。ひいては土地の資産価値

が向上するというようなことから、土地

の面積に応じて受益者の方から負担金を

いただいておるものでございます。その

算定につきましては、１平方メートル当

たりの単価というものを排水処理区ごと

に決めておりまして、その面積にその単

価を乗じたものを負担金として、３年間

６回分割で納付していただくシステムで

ございます。賦課月、これは毎年９月に

受益者負担金を賦課いたしまして、年１

回の供用開始に伴う受益者負担金の賦課

を行っておるところでございます。

　それと、下水道料金の府下の順位でご

ざいます。これは平成１７年７月１日現

在、府下では１１番目、これはトップが

堺市で、本市は１１番目となっておりま

す。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　水洗便所普及

事業に伴います、８％が先ほど未水洗と

なっていると。この件数ということです

か、実数は正直なところつかんでおりま

せん。この８％を人口比でいいますと、

約５，４７０名ぐらいの方になるかとい

う状況でございます。

　単純な計算ですけれども、本市の人口

を世帯数で割った場合、これが１世帯当

たり大体２．４人という数字が出てまい

ります。これで５，４７０を割ると、約

２，２００世帯ぐらいが未水洗化として

供用開始区域に存在しているのかなと、

このように考えております。

　水洗化に伴います理由ということです

が、これは非常に難しい状況にございま

す。委員ご指摘のとおり、地主、家主と

借受人の関係の中でのトラブルですとか、

あるいは経済的なものですとか、あるい

は家庭のご事情ですけれども、建て替え

時期がまだ予定している時期に来ていな

いと。今投資するよりも、そのときに投

資したいと。あるいは年回りというよう

なことも発せられる状況にございます。

ですから、切り替えされない方の実態と

いうことは、非常に難しいかなというふ

うに考えております。啓発の中でもそう

いう質問をする場合がございます。どう

いうご事情で切りかえなさらないかと。

答えていただける方もあれば、答えてい

ただけない方もあると。そんな中で確認

した中では、やはり経済的な問題が一番

上に来ようかなと。その次には、先ほど

ご指摘のありました家主あるいは地主と

の中で協議中であるというような内容が

主でございます。

　その次の６番目のガランド水路の件で

ございますが、清掃に当たっての地元の

協力。これは地元におきましてガランド

美化会というのを当初よりつくり上げて

いただいております。この中で年４回、

ガランド美化会、２自治会と１商店街の
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皆さん。それと、その沿道のお子さん方

が参加していただいて清掃をしていただ

いている。ごみですとか、あるいは草の

除草に従事していただいているという状

況でございます。よみがえる水百選とい

う賞もいただいております。これは、や

はり大阪府下でも処理水を使ってという

のが非常に少なくございます。それと、

やはり遊歩道とあわせた形でという植栽

を持った形。これは大阪で取り組んだ中

では、摂津が一番状況的にはよかったん

じゃないかなと。そういうことで、建設

大臣賞として、よみがえる水百選という

賞をちょうだいした経過でございます。

　それと、先ほど国費の件をちょっと述

べさせていただきましたけれども、これ

はやはり国費事業です。やはり、目的を

持っての事業を実施したという形であり

ます。また、処理水を送っていただく処

理場の方でも、やはりそれがための施設

を設置していただいたと。これにもやは

り国費がかかってくると。処理場の方で、

やはりそれだけの投資をしたにもかかわ

らず、本来使うべきところが使わない。

これはもう投資効果が上がってないとい

う評価が出てまいります。そういうとこ

ろで大阪府の方も、摂津の事情はわかる。

わかるが、できる限り存続してください

ということで言われている状況でありま

す。ですから、せせらぎ水路として使い

ますよという形の補助金をいただいて、

せせらぎに使っていないということは、

目的外という形にもなりますので、補助

金にかかわります適正化法、こういうと

ころからも責められるんではないかなと

いう、そういうところでございます。

　それから、ディスポーザーの話ですけ

れども、このディスポーザーにつきまし

ては、私どもの受益者負担金あるいは排

水設備の説明の折にも申し上げておりま

す。私どものパンフレットの方にも、生

ごみ粉砕機、ディスポーザーは設置しな

いようにしましょうということでお願い

しております。本質的には炊事場の下に

すぐミキサー的なものがついてまして、

それがじかに流れる単独ディスポーザー、

この分についてはお断り申し上げていま

す。ただ、実態把握はなかなかできませ

ん。というのは、個別に販売をされる場

合、当初からつけられる場合は、これは

もうお断り申し上げます。ただ、このディ

スポーザーにおきましても、システムディ

スポーザーという形での新製品も出てお

ります。これは、個別住宅であったり、

集合住宅であったり、両方そういうシス

テムディスポーザーという設置、品物が

普及しております。これは、設置につい

ては国の方でも許可をされています。こ

れは排水設備の一部として認めなさいと

いう案内も来ておりますので、システム

ディスポーザーの折には、これは排水設

備の一部として認めていこうというふう

に考えております。ただ、今、私どもの

方で把握している中では、ご相談はあり

ましたけれども、実際に設置されている

ところはないと判断しています。

　それから、水洗便所の助成金の申請の

実態はどうなのかというところですが、

この分につきましては、選択していただ

いているという状況です。大概の方は指

定工事店の方と工事費の相殺に充てられ

ておられます。すべて指定工事店の方で

手続を起こしますから、本来の施主に当

たる方ですね、この方が助成を受けたか、

受けてないかわからないとおっしゃる方

もございます。そんな中では、助成金５，

０００円ですけれども、その分をじかに

お渡ししますよと。ですから、これはじ

かが、あるいは工事費と相殺するか、そ

こらはご判断くださいということで申し
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上げております。ですから、今、実態と

しましては、工事費と相殺されている方

が非常に多い状況にございます。

　それから、合流改善にかかわりまして、

本市合流区域を安威川以北を抱えておる

わけですけれども、これを分流に変える

見通しと、こういうご質問かと思います。

これは非常に難しい問題かと思います。

まず、いずれはそういう状況も発生する

やもしれません。しかし、今のところ本

市では、合流に対する分流への切りかえ

は計画上、考えておりません。今後、状

況の流れで考えていかざるを得ないやも

しれませんが、計画上は今のところは考

えておりません。とりあえず、そういう

話題になるころには、まず分流区域も１

００％にした上で、あるいは間近１００

％という時点で、そういう話題に切りか

えていかなければ、まだ整備されていな

いところに対して説明ができない状況に

なろうかと思いますので、合流区域を分

流に変えるというのは、その時期が見据

えられた時点ではないかなというふうに

考えております。公共水域を保全という

意味合いでは、やはり分流という形が最

善かとは思いますが、今のところ、現状

の計画で維持してまいりたいと、このよ

うに考えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　説明いただきましたけれど

も、２回目をさせていただきたいと思い

ます。

　まず、１番目の総論的にお答えをいた

だきました。収入はちょっと予測よりも

少なかった、大口の事業者が減ったとい

うようなことが原因であろうというふう

におっしゃっておりましたけれども、お

おむね予想どおりであったということで

判断されていると。頑張って成果か出た

と、こういう判断をされているというこ

とでいいんですね。１７年度からそれ以

降、赤字幅を減らしていかないといけな

いと、こういうことになるわけでしょう

けれども、今後、これをどのように解消

していくように考えてらっしゃるのか。

圧縮していくように。一番身近なところ

では１７年度ですね。来年度予算も組ま

れる段階に入っておりますけれども、２

１年度までですか、今の健全化計画でい

くとそういったこともありますけれども、

ちょっとその辺の見通しを一度ご説明く

ださい。

　それから、２番目ですが、もう一つ不

納欠損の話。わかったような、わからな

いようなお話になっているので、これは

もうちょっと言葉で言うてもなかなか理

解しにくいので、また表か何かにしてい

ただいて、いただけたらありがたいと思

うんです。これは事務報告書に載せてい

ただいてないんですが、ほかの市税とか

あんなんは、ちょっと事務報告書に書い

ていただいたりしておりますけれども、

できたらそんな形で不納欠損についても

表記しておいていただいたら、わかりや

すいなと思います。このことは要望して

おきます。これはもう結構でございます。

　先ほどの徴収漏れの話については、前

も申しましたけれども、やっぱり再発防

止の努力、それから責任の明確化ですね。

特に業者についても責任を明確にするべ

きだろうということもありますし、それ

からまた今後の残っている分の回収につ

いても、地道に粘り強く行っていただき

たい。ただし、やっぱり当事者にとって

は故意に別に残したわけじゃないわけで

すから、これはしっかりと配慮していた

だいて、お願いしておきたいと思います。

　それから、ちょっとお答えはなかった

ですが、全部が死亡された方、転居不明

の方、それから破産された方がすべてじゃ
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ないと思うんです。恐らく市税でも払わ

ない方が何人かいらっしゃるんですが、

そういったたぐいの方も、恐らくいらっ

しゃるんちゃうかなと思うんです。そう

いった方には、やっぱり適切な態度とい

いますか、きちっとこれを行っていただ

きたいということで、これも要望させて

いただきたい、お願いいたします。

　それから、３番目でございますが、先

ほどの平準化債の問題で、経営健全化計

画と経営安定化計画、非常に簡略のご答

弁でございまして、この平準化債に限っ

て整合を図っていかないといけない、２

つの計画の中でも。どういう問題があっ

てこれを整合していかなあかんのか、ちょっ

とよくわからなかったんで、その部分だ

けもう一回ちょっとご説明をお願いした

いと思います。

　それから、４番目ですが、これもちょっ

と、結果がどうでしたかということをお

聞きしたつもりやったんですが、一斉に

全部中身の点検をしましたと。全体がそ

のときに初めてわかったんですか、それ

までは全体がわからなかったというふう

に解釈すればよかったんですか。わから

なくて、それで初めてわかったんだと、

こういう解釈でええのかもわかりません

が。要するに、請求してなかったものに

ついても、漏れていたものもたくさんあっ

たと。それも１６年からあいてたやつも

請求し出しましたと、こういう解釈でよ

かったのかもわかりませんけれども、実

際に私が知っている方でも借りた人がい

てはったんです。奥さんが借りはったん

です、手続をしはって。それで途中で亡

くなったんです。そしたらもう、ご主人

はそんなことに携わってないからわから

へんのですわ。それで、請求書が来えへ

んと。毎月何ぼって払ってはったんです

けど、それが途切れて、それで連絡があ

れば、ああそういうふうに借りてたんか

ということはわかるねんけども、何年間

も請求書が来ずに、ある日突然、お支払

されていませんよというふうに請求が来

たと。何やねん、これはと。こんなんわ

しは知らんという話で、そういう話があ

りまして、それもちょうど１６年ごろだっ

たんですけど。そういう件が、あっちゃ

こっちゃにあったんちゃうかなと思うん

です。先ほどの、これもやっぱり徴収漏

れとあわせて、こういうずさんなという

か、返済についての管理について、やっ

ぱりきちっとできてなかったことについ

ての問題があったんちゃうかなと思うん

ですけども、これはもうこれ以上申しま

せんけれども、やっぱり今後、きちっと

返済がなかったら、途切れたら、きちっ

と請求する、またそういう事情が変わっ

たようなことが起きているんであれば、

わからないかもわかりませんけど、そう

いう部分はきちっと対処していかないと、

こういうことはやっぱり続いていくと思

いますので、ここはしっかり事務をとり

行っていただくように、要望しておきた

いと思いますので、お願いします。

　それから、関連をして水洗便所の改造

資金の返還の時期がボーナス時期に重な

るんだという、ちょっとようわからんと

こもあるんですけど。これは、要するに

毎月何ぼとかと払っている人やったら、

ほんまやったらずっと、一括で返しなさ

いと、ボーナス月返済とかいう特定があ

るんですか、そんなんないですね。やっ

ぱり、定期的に払っている人が、こげつ

いて払わなくなった人が、ボーナスのと

きやから払ってくださいよとお願いに行

くから、ボーナス月がふえると、こんな

話になっているんですよ、きっとね。だ

から、この辺も改善をしていただいて、

やっぱり毎月払っていただけるように、
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定期的に、一番毎月同じ件数で払ってい

ただくのが、本来なら本当だと思うんで

す。だから、それに一日も早く戻してい

ただけるように。少なくとも今度、新規

で申し込まれる方には、きちっとそうい

うふうにしていただけるような、定期的

に支払をしていただけるような体制を、

しっかりと敷いていただけますように、

あわせてこれも要望しておきますので、

お願いいたします。

　それから、５番目の水洗便所の普及に

ついて、大体２，２００世帯ぐらいだろ

うということでございまして、全部の世

帯で掌握するのは非常に難しいかもわか

りませんけど、これは本当に粘り強く、

残った方についても推進していただけま

すように。できたら、私は気持ち的には、

本当に１軒、１軒、事情を聞いて、把握

していただくぐらい取り組みをしていた

だきたいなと。これは人員的には非常に

難しいかもわかりません。それがまた業

務がふえたら、ほかのところでミスが出

るようではまた困りますけど、気持的に

はそれぐらいの推進をお願いしたいなと

思っています。これはできるだけ努力し

ていただいて。ただ、経済的な問題で無

理があって、どうしてもということは無

理な場合もあります。それはそれでしっ

かり掌握をしていただくことが望ましい

と思いますので、これはできる限り近づ

ける努力をお願いしたいと思います。こ

れは要望しておきます。

　それから、６番目のガランド水路の問

題でございますが、地元の方の協力体制

はわかりました。私も知ってますねん、

これは。だから、その方たちとどういう

ふうに今後、例えば水をとめるんだった

ら、とめる方向について話し合いをする

とか、配慮していくとかいう考えをされ

てますかということをお聞きしてたんで

すが、これはもう答えは結構ですけど。

とにかく、しっかり意見も伺っていただ

いて、理解していただける形で、なおか

つまた水をとめても、やっぱり清掃等の

協力はしていただけるような体制をとり

ながら、進めていただけることを、よろ

しくお願いをしたいと思うんです。やっ

ぱり突然水がとまって、どうなったんや

というようなことが、近所の方から必ず

起きてしますよ、突然とめたら。だから、

やっぱり前もって、こういうことでこう

いうふうにしたいんですということも、

きちっと配慮していただいて、もしする

んであれば、これはできる限り、財政が

続く限り流していただけるということで

ございましたけれども、背に腹はかえら

れんとこがあるわけでございますので、

期間が２１年、何とか頑張らなあかんと

いう期間が決まっております。この辺も

しっかり考えた上で、どうしてもという

ことであれば、これは近隣の方にしっか

りとご理解をいただく形をとっていただ

きたいということでございますので、こ

れは要望しておきます。よろしくお願い

します。

　それから、７番目の下水道の普及率。

安威川以南の方は、今しっかり頑張って

いただいているということでございまし

て、今回は１６年度は２．３％普及して

いただいたと。この安定化計画で前にい

ただきました、これを見ますと、全体的

には大体毎年１％未満の伸び。０．６％

とか０．７％。これを見ますと、９０％

を全体として超えるのは平成３１年にな

りまして、今おっしゃっていたような、

ほぼ１００％に近い状態になって、合流

化の話が出るということになると、平成

４０年かぐらいになりますか。もっと先

になりますか、この計画でいくと。こう

いう伸び率で、本当に安威川以南と以北
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の不公平是正という部分についてええの

かというふうに思うわけですけれども、

安威川以南については、まだ６６．６％

ですね。まだ３４％近い方が普及されて

いないという形で、これからまだ３７年

までいうたら、随分とありますけど、２

０年以上ありますけど、この辺の考え方。

どのように考えてらっしゃるのか、一度

ご答弁をお願いします。

　それから、８番目の受益者負担金につ

いては、これは結構です、わかりました。

　それから９番目、ディスポーザーの件

についてもわかりました。これはしっか

りとそういうふうにしていただきたいと

思います。よその市なんかですと、大き

なマンションなんかでも最近多いんです

よ、ディスポーザーをつけているところ

は。それはもう一次処理ということで、

合併処理浄化槽を設けていただいて、そ

こでその水を一遍合併処理で処理して下

水へ入れてもらうというような指導をし

ている市もあります。それはええのかど

うか、ちょっと私もよう、水を汚すとい

う意味においては、余りよくないという

こともありますし、この辺はしっかりと、

だめだということでやってるんでしたら、

それでしっかり進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。な

かなか実態が把握できないということも

ありましたけれども、努力をしていただ

くようにお願いしておきます。

　それから１０番目ですが、先ほどあり

ましたように業者から申請をされて、本

人が、申請者がもらったのか、もらわな

かったのかわからないというふうな感覚

の方がいらっしゃるということ。それは

たしかによく聞くんです、そういうこと

も聞くんですけど。だから、やっぱり助

成金として税金を投入をして、たかだか

５，０００円という、されど５，０００

円ですね。この財政が苦しい中でも、そ

うやっていこうということでやっている

ので、やっぱり実感として、ああ助成を

もらったということがわかるようなこと

を考えていただきたいと思います。ちょっ

と５，０００円では、やっぱり振り込み

式というのは大層かもわかりません。違

うところでの助成なんかの場合は、わざ

わざ本人の口座へ振り込みますという形

をとっているところもありますけど。だ

けど、手続上も非常に大変なので、業者

がやってしまうということもあるかもし

れません。でも、やっぱり本人がちゃん

とそれをいただいたということが認識で

きるようなことを、考えていただきたい

と思うんです。費用対効果という意味に

おいても、これはよろしくお願いいたし

ます。

　それから、１１番目の、順位はわかり

ました。これは結構でございます。

　それから、分流化の話ですけど、これ

は先ほどの件もそうですが、１００％近

いということになりますと、先ほどの計

画でいくと大分先の話になるから、ちょっ

とピントの違うような話のような気がし

ます。もうちょっと、多分、今の話です

と１００％近くするのは、もっと早くて

１５年とか、そのぐらいのスパンで、そ

れで合流から分流へという話も次にして

いきたいと、こういう認識でされたと思

うんですけど。だから、先ほどの計画と

あわせて、どういう認識をされているの

か、普及率ですね、これはちょっとお願

いしたいと思います。

　以上です。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　渡辺課長。

○渡辺下水道整備課長　７番目のご質問

の分で、安威川以南の下水道の整備、今

後どうしていくんかというお話でござい

ます。確かに非常に普及率の格差という
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形の中では、住民の方にはご迷惑をかけ

ているという状況ではあるんですが、何

分、今の財政状況の中で、やはり各年度

整備を抑えざるを得ない。今の経営健全

化計画に基づいた形の中で、年間やはり

０．７％程度の伸び率という形の中でやっ

ているという実態ではございます。

　そんな中で、以前も委員会等でご指摘

をいただいておりました工事請負費の不

用額等の処理についてということの中で、

せっかくかち取った予算であるんで、そ

れをやはり普及の方に回していくという

ことということのご指摘もいただており

ます。そんな中で、平成１７年につきま

しては、１６年度の不用額を１７年度に

上げまして、通常の０．７５％から０．

９％の伸びという形の中で、１７年度の

事業につきましては実施させていただい

ております。

　そんな中で、非常にわずかずつではあ

るんですが、やはり少しでも以南の汚水

整備を改修するがためには、最大の努力

はさせていただいて、進ませていただき

たいというふうに考えておりますので、

ご理解のほどをよろしくお願いしたいと

思います。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　赤字削減に向け

ての今後の計画ということでご質問をい

ただきました。

　平成２１年までに累積赤字を解消しよ

うということで取り組んでおります。具

体的には、使用料収入の増収に努め、ま

た滞納繰越分、受益者負担金、貸付金等

の滞納繰越分の回収に努めていく、そう

いった歳入面での取り組みとあわせまし

て、歳出においては維持管理費の削減を

図ると、建設費も抑制していこうと、こ

ういったことが基本的な取り組みではご

ざいます。こういった取り組みによって、

赤字を減らしていくわけでございますけ

れども、これによっても平成２１年に赤

字解消が難しいということであれば、こ

れは一般会計からの方で赤字補てんとい

う形でお願いをしていかざるを得ないと

考えているところでございます。

　平準化債に関連して、安定化計画の内

容について説明させていただきます。健

全化計画というのは、先ほど言いました

ように累積赤字を解消するために、平成

１３年度から策定をして、何回か変更を

しておりますけれども、平成２１年度に

累積赤字を解消しようと。これに対して

安定化計画というのは、平準化債を発行

いたします。平準化債を発行する要件と

いたしましては、使用料の適正化であっ

たり、供用開始５０年以内に経費回収率

が１００％となるような計画を策定しな

ければならない。そういった要件がござ

います。その要件に合うような形で、安

定化計画というものを策定したものでご

ざいます。この安定化計画についても、

健全化計画の健全化のための具体的な方

策というのは、安定化計画にも反映をさ

せていくということでございます。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　１２番目の合

流改善という流れの中での、普及率１０

０％、そんな時分までということで、安

定化計画の中では３７年計画になってい

ると。そういう形の中では非常に以北と

以南のバランスが崩れるのではないかと。

これは非常に以南と以北の着手時期の違

いがございまして、公共下水道につきま

しては、昭和４６年から着手していると

いう状況。安威川以南の分につきます汚

水の整備につきましては、昭和６２年か

らかかったと。ですから、ここで十六、

七年の差が出てまいっております。ただ、

安威川以北と以南の普及率の変遷を見て
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まいりますと、平成１２年ぐらいには合

流の方で約９割方という状況になってい

ます。見通しにつきましては、まだ安威

川以南につきましては６６．６％という

状況で３３％強が残っておりますが、今、

現状としましては、ほとんどが安威川以

南に主力を置いているという状況でござ

います。

　ですから、以北と以南の差たるものは

時間とともに。ただ、普及率で申し上げ

ますと１％未満という状況にはなってま

すけれど、安威川以南の方だけをとらま

えてみますと、１％以上の整備状況で実

施していけるのではないかなと、このよ

うに考えておりますので、できる限りの

建設費を持ちまして、安威川以南の方へ

の整備を進めてまいりたいと、このよう

に考えておりますので、よろしくお願い

します。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、最後はもう要望

にさせていただきます。

　１番目、総論的に答えていただきまし

たけれども、平成１９年度、先ほども野

原委員からもありました１５％値上げを

提案されていますね。これは、やっぱり

なかなか経済状況もよくなっているよう

な、なってないような、そういう状態で

ございますし、この部分はやっぱり市民

にずしりと来る部分でありますので、ど

うか企業努力をしていただいて、少しで

もおくらせる、もしくは圧縮ができるよ

うな努力をこれからしっかりしていただ

くことを、要望させていただきたいと思

いますので、お願いいたします。

　それから、下水道の普及率。相矛盾す

るかもわかりませんけど、安威川以北の

普及につきましても、格差是正がやっぱ

りできる限り急いでいかないとあかんと

いうふうには思うんです。２１年までは、

これは財政は大変な中ですから難しいと

思いますけれども、２１年を越えて、財

政がちょっと回復してきた段階では、やっ

ぱりスピードアップが求められると思い

ますし、市全体がそうですけど、やっぱ

りこれからしばらくは辛抱してください

というか、大変な時代を一緒に頑張って

いただかないといけないわけですから、

それは越えたらよくなるために、頑張ろ

うということになっていますので、そう

いうふうに理解してもらうことになると

思いますから、この辺もしっかりまた考

慮していただいて、計画についてもこれ

以上のスピードで進められるような、少

しでも努力をしていただくことを要望さ

せていただいて、これで質問を終わらせ

ていただきます。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田委員　集中管理室、維持管理業務

委託がありますが、これについて、平成

１６年４月から４月の１か月分と、そし

て１６年５月から１７年３月３１日と、

２回にわたっての契約がなされているよ

うな書き方が事務報告書に出ております

が、これについてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、下水道管内の調査委託が２

５５万１，５００円執行されていますが、

されたところは鳥飼本町１丁目から５丁

目ということで、当初区画整理事業が行

われた時点で、早くから公共下水道が実

施されたところでございますが、実施さ

れて、その間に阪神・淡路大震災等もあっ

たわけでございますし、どのような状況

になっておるのか、一度ご見解をいただ

きたいです。以上です。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　集中管理室の
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契約の内容で、４月と、それから５月か

ら翌年の３月まで２本立ての契約になっ

ているという状況でございます。これは、

私どももいろいろ契約の内容を考えてお

りますけれども、まず４月につきまして

は、前年の委託業者に随意契約している

という状況です。これは、集中管理室は

２４時間の監視のもと、１日たりともあ

けられないという状況の中で、１か月随

意契約をしております。５月から翌年の

３月、この分につきます１１か月分につ

きましては、委託業務に当たりまして指

名競争入札という形での契約とさせてい

ただいているという状況でして、２本立

ての契約をさせていただいているという

状況でございます。

　それから、管内調査の件でございます

が、この件につきましては、公共下水道

を整備していく中で、やはり汚水、雨水

ともにそれなりに良好な状況の管理をし

ていかなければならないところですが、

年々延長が増してまいりますし、なかな

か難しいところがございます。この管内

調査といいますのは、汚水にかかわりま

しては処理水にかかわってくる内容でご

ざいます。ですから、そういう形の中で、

不明水がどういう状況で入ってきている

か。やはり、不明水が多い分、終末処理

場での処理費が多くなります。ですから、

そういう形の中では少しでも終末処理場

への負担を少なくする。負担を少なくす

ることで、処理費のコストも抑制できる

という内容になってまいります。ですか

ら、毎年エリアを決めた形の中で、どう

いうふうな水量が発生しているか。水量

だけではなかなか確認しにくいところが

ございます。ですから、カメラ等を使っ

た形の中で、漏水がどのような状況で漏

水しているか。漏水が見られるところに

ついては、別途補修を考えていくという

ふうな形で、管内調査を実施していると

いう状況でございます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　ご説明いただきましたが、

１か月分については随意契約をやるとい

うことでございます。単価を割り出しま

すと、４月分で２５４万６，２５０円。

５月から翌年の３月まで１１か月分で２，

５１４万７，５００円でございますから、

月２２８万６，１３８円ということで、

この開きが出るわけでございます。これ

は入札をしたからだということでありま

すが、そしたら４月から３月までに出さ

れた部分についての金額は、妥当であっ

たのかということが疑われるように思う

わけでございますが、その辺についてい

かがでしょうか。

　それから、管内調査について、結果ど

ういう状況であったかということを聞か

せていただけたらと思っております。全

然影響がないということであるならば、

今後のあり方というのを見直さなければ

ならないというふうに考えますので、そ

の辺をお答えください。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　集中管理室の

分で２５４万６，２５０円の一月単価、

それと入札でとり行った場合に２２８万

６，０００円。これは私どもも通常の見

積りといいますか、契約をいたしておる

ところでございます。２５４万６，２５

０円は、私どもが一月、今までの実績の

中での積算で積み上げた単価。これに対

して幾らでしていただけるかと、こうい

う内容になります。一通り私どもは私ど

もで単価を見積りします。相手方の方か

らの、この金額でと、この内容であれば

この金額でという形で対応させていただ

いておりますので、指名競争入札時での

差ほどは出てまいりませんけれども、こ
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のあたりは随契という形の中、それとも

う一つは１日もあけられないという状況

の中での対応になりますものですから、

若干、この単価の開きが出てくるのかな

と、このように考えております。

　それから、管内調査の件ですけれども、

実態としましては、鳥飼方面の方につき

ましては、非常に軟弱な地盤でございま

す。管と管の接合部からの漏水もござい

ます。それと、また本管から取りつけ管

を出している、取りつけ管の中でも漏水

もありますし、取りつけ管との接合点、

こういうところでの漏水もございます。

ですから、やはり少しでも余計な水を入

れたくないということで、処理単価が上

がってくるということを避ける意味合い

で実施していると。やはり、軟弱地盤で

ある、そういう形の中での経年変化もあ

りまして、整備当初はそれなりの勾配を

持っている部分もありますけれども、や

はり不等沈下等で若干下がったり、上がっ

たりというところもございますものです

から、そのあたりの掌握もしていかなけ

ればならないかなと、このように考えて

おります。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　この単価の出し方なんです

が、４月の１か月分ですね、これは前年

単価を当然割られて、１か月当たりの単

価を出されて、随契をされるということ

であります。それ以後の１１か月分につ

いては非常に単価が安いということであ

ります。安価であるということでありま

す。この委託者につきましては、継続を

してずっと委託を受けておられるという

業者でございます。そういう意味で随意

契約をされたわけでございますが、これ

は時期的に言えば、もっと早い段階でそ

のことを実施をしておけば、新年度から

新たに契約を結ぶことができるというふ

うに感じるわけですが。次長はいつも、

１日たりともあけることができないとい

うことでありますが、これについてはや

り方を工夫するべきだと考えるのですが、

いかがでございましょうか。

　そして、この仕様書、見積りをつくる

仕様書ですね、これはやはり見直す必要

があるんじゃないかと私は考えておりま

す。いわゆる集中管理室及び２５か所の

ゲートの降雨時の施設稼働に対する監視

ということでありますから、稼働日数、

１日たりともということでございますの

で、３６５日ということでやるならば、

１日大体８万ぐらいかかると考えられま

す。かといって、この施設については四

六時中管理をしなきゃならない、そうい

う施設でもないというふうに私は考えま

す。晴天時は全く必要もないところであ

ります。そういうことで、１年間を通じ

て委託をするということであるならば、

私は仕様書の見直しをやるべきだという

ふうに考えるんですが、いかがでしょう

か。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　晴天時、それ

から雨天時という状況の中で見直しとい

うお話でございます。

　集中管理室で何をしているかという形

の中で、今、委員ご指摘のとおり、２５

か所の取水ゲートの状況も確認させてい

る状況でございます。ですから、晴天時

におきましてはそこらの清掃、あるいは

点検という業務をさせていると。２４時

間の配備ですから、そういう人員の確保

も非常に難しいところがあるという状況

でございます。ですから、必ずしも晴天

時、それと私どもで今まで経験した中で

感じますのは、安威川以北が晴天にもか

かわらず、以南では土砂降りというよう

な状況のこともございました。そういう
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ふうなことを思いますと、やはり自然で

の状況の中では、やはり２４時間、３６

５日をすることで、雨水排除に対して、

市民への安心度を高めるといいますか、

浸水に対する軽減を図ってまいりたいと

いうふうに考えるところでございます。

　ご指摘のとおり見積りを交わします仕

様書ですね、もう一度確認した形の中で、

もし見落としがあるようであれば、その

辺は工夫してまいりたいと、このように

考えます。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　要望いたしたいと思います

が、この集中管理室の委託等については、

入札をされた段階で１割強が安価になっ

てきているという状況もありますので、

先ほど次長が言われたように、仕様書の

見直しをやるということでございますの

で、それに期待をかけて質問を終わりた

いと思います。

○山本靖一委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時５４分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　木村委員。

○木村委員　議会の不文律を尊重して、

質疑ではなしに意見を申し上げたいと思

います。

　下水の使用料の問題、あるいは受益者

負担の問題について、時効の問題をこの

機会に改めて確認をしておきたいと思う

んですけれども、刑事犯罪であれば、時

効が成立をすれば、もう罪は問われない

ということで、時効が成立した後は一般

人として社会生活に戻っていくというこ

とになるんですけども、この使用料等に

ついての時効の問題も、これは時効とい

う法があるわけですから、その時効が成

立した料金を、さらに徴収をするという

ことは法律上問題がないんか。やはり、

日本は法治国家やから、そういう時効と

いう法が成立した以上は、その後の徴収

はできないのではないかという、私は考

えを持っています。もっと言えば、その

ことは法を犯すことになって、罪になっ

てしまうんと違うかなということが１点

と、もう１点は、やはり時効が成立した

後、請求をして、協力をして払ってもら

える。１円でもたくさん集めるというこ

とは大事なことですけれども、実際そう

いうことで最終的に時効にかかった人で

払った人、払わない人。払った人は、結

局、払わない人がおるということを知っ

て、それやったら我々も払えへんかった

のにということの不公平感を持つという

ことについて、行政としてはやっぱりそ

ういうことはあってはならないと思いま

すし、その点は時効後の徴収については、

相当慎重にやってもらいたいということ

が１つ。

　もう一つは、ガランド水路の問題です。

先ほどからずっと議論されておりました

けれども、私はこの問題を今から３０年

ほど前に、やっぱり摂津市は山もない、

川もない、そういう中で我々は大正川、

山田川、正雀川、安威川、淀川、その辺

で魚とりをしたり、あるいはまた水浴び

をしたり、水泳を覚えたり、そういうこ

とで水に親しんできて、やっぱり情緒教

育の一環を果たしてもらってきたという

ことを考えると、やはり次代を担う子ど

もたちに、そういう自然と親しむ機会を

持つために、そういう親水事業、川に入っ

て遊べたり、あるいは川を見ることによっ

て心に潤いを持ってやっていけるという

ことで、親水事業に取り組むように主張

して、当時の井上一成さんはガランド水

路に白鳥を泳がすというような話もあり

ましたけど、そうにはならへんかったけ

れども、結局、今のガランド水路が完成
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をして、皆さんもよく感じられたと思う

んですけれども、従来は文化住宅、アパー

トで雑然とした建築基準法以前に建てら

れた建物で混在しておる関係で、雑然と

したまちが、やはり一定整備をされて、

快適な生活環境が保障されたということ

で、地域の方が大変喜ばれています。先

ほど来、議論にもありましたように、国

の補助金をいただいて親水事業として取

り組んで、よみがえる水百選にも選ばれ

たそういう事業を、今ここで水をとめる

ということになれば、これは会計検査院

の検査が入れば、これは補助金の不正受

給ということになってきますし、そうい

う点では、行政がごまかしということで

はないんですけれども、不正に補助金を

受給したということで、世論、あるいは

市民の批判を受けていくということも、

ある程度発生してくると思うんです。

　そういう点では、せっかく親水事業と

して地域に親しんできている事業を、短

絡的に水をとめるということではなしに、

先ほど来、議論されてましたように、そ

れにはやっぱり民の力もかりて、民間の

力をかりるということも１つは大事です

けれども、主体的にやはり行政として、

今の管理費の問題をどう認識するか。例

えば、年２回の維持管理の費用、議会で

も非常に高くついているという批判の意

見も出てますし、その点では、それをど

う削減していくかという努力は、当然やっ

ぱりしていかんなあかんと思います。そ

ういう点では、年２回やっている事業を、

１回はやはり行政が主体的に取り組んで

いくと。行政もみずから前へ出て行って、

それで市民の皆さんにも力をかりる。官

から民という時代ですから、民の力をか

りることも大事ですから、そういう点で

は、まず民の力をかりる以上は、やっぱ

り官から主体的にどうするか、どう軽減

を図っていくかということの努力をすべ

きだと思いますし、そういう点では、親

水事業、私は仮に水をとめられるという

ことになれば、このことについては了解

しかねますし、賛同しかねます。

　そういう点では、やっぱりこれからの

２１世紀、市民、子どもたち、老人も含

めて、夢とうるおいと希望を持っていく

まちにしていこうと思えば、やはり親水

事業も必要ですし、私はもう一つは安威

川以南に、昔は安威川を挟んで、安威川

以北は農作業、田植えとかとり入れが終

わった後に山行きということで、淀川の

堤防に行って地域の人たちが三々五々集

まって、そこで食事をしたり、お酒を飲

んだりして、農作業の労をねぎらうとい

う風習もありましたし、安威川以北につ

いては、今の民家のある以禅寺山という

山があるんですけれども、その山に行っ

て、そこで農業のいやしをするというふ

うなことが、地域としての習慣がありま

したし、味舌小学校からも、そこの山で

ウサギ狩りをして、そういう自然との触

れ合いをとってきたという、非常に大き

な面がありますので、そういう山も川も

ない摂津市に、ぜひとも、せめて鶴見緑

地のように、ごみでつくった山でも、そ

こには花が咲き、鳥が歌いという環境が

保障されておりますので、ぜひともやっ

ぱりそういうのをつくってほしいという

ことでできたのがふるさと公園ですし、

そういう点では、そこで地域の連合自治

会なんかが、ふるさと祭りという形でい

ろんなイベントを組まれたりいろいろさ

れている姿を見ますと、やはりよかった

なという感じがしますし、そういう点で

は、自然を大切にするということで、平

和公園の親水事業が閉鎖をされたという

ことについては、若干、地域とのつなが

りが薄いですし、そういう点では、若干
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の理解はできるにしても、ガランド水路

の親水事業については、今後やっぱり継

続してやっていく努力をすべきだという

ことを申し上げて、意見として申し上げ

ておきます。以上です。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　質疑なしと認め、質

疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後１時６分　休憩）

（午後１時８分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　認定第２号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　池田水道部長。

○池田水道部長　認定第２号、平成１６

年度摂津市水道事業会計決算につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　それでは、決算書に基づき、その内容

をご説明申し上げます。

　平成１６年度の水道事業報告につきま

しては、１３ページから２７ページにか

けて記載いたしており、１３ページの１

では事業の概況について。１８ページの

２では工事の内容について。２１ページ

の３では業務の内容について。２６ペー

ジの４では会計の内容について、それぞ

れ記載をいたしております。

　まず１３ページ、事業の概況の中で記

載いたしておりますが、平成１６年度の

年間総配水量は１，２２０万１，８３０

立方メートルで、前年度に比べ９万８，

７８０立方メートルの増加となりました

が、年間総有収水量は１，１２７万５，

５８３立方メートルで、前年度に比べ５

万６，４５２立方メートルの減少となり

ました。この主な要因としましては、需

要者の節水意識の定着などによるものと

考えられます。水源別配水量につきまし

ては、別表１に記載いたしておりますよ

うに、自己水の割合は前年度に比べまし

て５．２ポイント上昇し３３％、４０３

万２，０１０立方メートル。大阪府営水

は５．２ポイント低下し６７％、８１６

万９，８２０立方メートルとなっており

ます。また、１立方メートル当たりの給

水原価につきましては、１５ページの別

表２に記載いたしておりますように、前

年度に比べまして４．３％低下し８円７

５銭減少の１９７円１２銭。供給単価に

つきましては０．７％低下し、１円４１

銭減少の２１４円２０銭となっておりま

す。

　続きまして、２９ページの収益費用明

細書でございますが、同明細書は、税抜

き金額で表示いたしております。収益で

は、款１、水道事業収益の項１、営業収

益、目１、給水収益は、前年度に比べま

して２，８１３万１，０６３円減少の２

４億１，５１８万５，３９４円となりま

した。この内容につきましては、有収水

量が前年度に比べまして減少したことに

よるものでございます。目２、受託工事

収益は、前年度に比べまして９３万５，

６５７円増加の１，８５２万７，２０９

円となりました。これは、公共下水道事

業における移設受託工事収益や一般家庭

等からの修繕依頼による受託修繕収益が

増加したことによるものでございます。

目３、その他営業収益は、前年度に比べ

まして９３万７１３円減少の９６１万８，

７６７円となっております。これは、マ

ンションや住宅開発などに伴う給水に係

る設計審査や竣工検査立ち会い等の手数

料が減少したことによるものでございま

す。

　次に、３０ページの項２、営業外収益、

目２、受取利息及び配当金は、前年度に
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比べまして２万３，４７６円減少の５７

万３，２５６円となっております。これ

は、超低金利に伴う預金利息の減少によ

るものでございます。目３、土地物件収

益は、前年度と同額の３１７万２，７５

０円となっております。これは、消防庁

舎、鳥飼送水場、ゲートボール場の土地

使用料及び太中浄水場ゲートボール場の

施設使用料でございます。目４、雑収益

は、前年度に比べまして６万１，０５０

円増加の３，９２９万８，６４６円となっ

ております。これは、下水道料金徴収受

託料や行政財産目的外使用料などでござ

います。目５、納付金は、前年度に比べ

まして２，０１３万７，５００円減少の

１億１，９４０万円となっております。

これは、マンション・住宅開発などに伴

う給水装置の新設及び口径変更に伴う納

付金が減少したことによるものでござい

ます。目７、他会計負担金では、前年度

に比べまして１，３１９万６２円減少の、

１，７３９万９，３５７円となっており

ます。これは、主に水道料金の福祉減免

相当額を一般会計から負担金として収入

したものでございます。

　続きまして、３１ページの資料につい

てご説明申し上げます。款１、水道事業

費用の項１、営業費用、目１、原水・浄

水及び送水費は、前年度に比べまして４，

６７８万７，９４９円減少の１０億６，

４９１万３，５４４円となっております。

これは、太中浄水場ほか３か所の送水所

の運営に係る人件費を含む維持管理費、

３２ページの動力費、また大阪府営水道

の受水費で、減少の主な理由といたしま

しては、浄水及び送水施設に係る修繕費

や受水費が減少したものでございます。

　３２ページから３３ページにかけての

目２、配水・給水費は、前年度に比べま

して５１９万８，３４４円減少の１億７，

２６０万８，８０８円となっております。

これは人件費のほか、夜間及び閉庁日に

おける修繕業務の委託、水道管漏水によ

る修理、給水管の切り替え工事などの費

用で、減少の主な理由といたしましては、

修繕費や工事請負費などが減少したもの

でございます。

　３３ページから３４ページにかけての

目３、受託工事費は、前年度に比べまし

て１２９万２，６８１円増加の７，１０

６万６，３１８円となっております。こ

れは人件費のほか受託修繕に伴う給水装

置の修理費や材料費、また公共下水道事

業に伴う給・配水管移設に係る工事請負

費で増加の主な理由といたしましては、

給・配水管移設に係る工事請負費や給・

配水管受託修理に係る材料費などが増加

したものでございます。

　３３ページから３５ページにかけての

目４、業務費は、前年度に比べまして３

９８万５，１６６円増加の１億４，６６

２万２，５６９円となっております。こ

れは、人件費のほか検針業務及び検定満

期による量水器取り替え業務等に係る委

託料などで、増加の主な理由といたしま

しては、人件費や業務委託料が増加した

ものでございます。

　３５ページから３６ページにかけての

目５、総係費は、前年度に比べまして９

２１万７，４００円減少の１億８，３１

１万３，０６８円となっております。こ

れは人件費のほか、中央送水場施設管理

業務やＯＡ機器の保守、電子複写機等の

借上げ、郵送料などの市長部局への負担

金、その他、水道事業運営に係る一般管

理的な費用で、減少の主な理由といたし

ましては、人件費や研修費、システム改

修委託料が減少したものでございます。

　３６ページの目６、減価償却費は、前

年度に比べまして２，５７６万９，４５
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９円減少の４億１，５５１万８６９円と

なっております。減少の主な理由といた

しましては、機械及び装置などの有形固

定資産に係る減価償却費が低減したこと

によるものでございます。目７、資産減

耗費は前年度に比べまして４７６万１，

９６５円減少の１８４万１３５円となっ

ております。これはＯＡ機器や車両等の

老朽化に伴う有形固定資産の処分を行っ

たもので、減少の主な理由といたしまし

ては、水道材料の処分がなかったことに

よるものでございます。目８、その他営

業費用は、前年度に比べまして４万６５

円増加の１５万６，０６５円となってお

ります。これは売却した水道材料の原価

でございます。項２、営業外費用、目２、

支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度

に比べまして２，１０４万３，３６０円

減少の２億３，６６４万３，８１９円と

なっております。これは、平成１５年度

までに借り入れた企業債に対する利息で

ございます。目５、雑支出は、前年度に

比べまして７６万５，８４８円減少の１

３７万５，８７９円となっております。

これは水道料金等過年度還付金でござい

ます。項３、特別損失、目１、特別損失

は、前年度に比べまして７６万７７４円

増加の３８５万６，３６４円となってお

ります。これは、転出先不明や企業倒産

等による水道料金等の徴収不能分を過年

度損益修正損として処分したものでござ

います。

　続きまして、３８ページの資本的収入、

支出明細書についてご説明申し上げます。

収入の款１、資本的収入の項１、企業債、

目１、企業債は、前年度に比べまして２，

０００万円減少の８，０００万円となっ

ております。これは、前年度に引き続き

配水管整備事業を施工するために借り入

れた企業債でございます。項２、工事負

担金、目１、工事負担金は、前年度に比

べまして１１６万円減少の２９万円となっ

ております。これは、消火栓１か所設置

に係る工事負担金収入でございます。

　次に、３８ページから３９ページの支

出でございますが、款１、資本的支出の

項１、建設改良費、目１、施設改修費は、

前年度に比べまして１億８，７４４万９，

０００円減少の１３０万円となっており

ます。この減少の主な理由としましては、

太中浄水場のあり方を検討するため、急

速沈殿池や濾過池などの改修工事を１年

間見送ったものでございます。目３、固

定資産取得費は、前年度に比べまして１，

９８８万７，８９２円減少の１，５５８

万４，３５８円となっております。この

減少の主な理由としましては、ＯＡ機器

や水質検査用機器、車両、量水器の購入

費用が減少したものでございます。目６、

配水管整備事業費は、前年度に比べまし

て１，１７７万８３５円増加の１億５，

０８９万６，０８８円となっております。

この増加の主な理由といたしましては、

鉛給水管切り替え工事が増加したもので、

当年度は鉛給水管切り替え工事や配水管

布設工事など１８件を施工いたしたもの

でございます。項２、企業債償還金の目

１、企業債償還金は、前年度に比べまし

て４，７６２万３，２９７円増加の４億

１，６６０万２，７５７円となっており、

これは平成１０年度までに借り入れた企

業債の元金償還金でございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入ります。

　野原委員。

○野原委員　こんにちは。このほど建設

常任委員会でいろいろお世話になります。

　まず１点目、窓口業務のフレックス対
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応という形のメリット、デメリット。今

後、どういう形でこれをやっていかれる

かということを、１点目お聞きしたいと

思います。

　それと、今、鉛管の話がありましたが、

これは、今、摂津市でどのような状況ま

で公開というか、どの辺までそれがなさ

れているか。また、それが今度、古い文

化住宅とか民間の中に残っている部分を、

どういう形で啓発されていこうとしてい

るのか、そこをお聞きしたいと思います。

　それと、太中浄水場の中の危険手当と

いう形のものがあるかと思うんですけれ

ども、そのときに塩素とか、いろんな殺

菌、そういう形のもので現場で業務をさ

れている方以外に、そういう手当として

支払われているのか、その辺のとこをちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　それと、危機管理という形のことで、

今、東南海沖地震とか、いろんな地震に

対して、消防の方とかほかの方でも、下

水の方とかでも、一応そういう対応をさ

れて、危機管理という形の方向でいろん

な対応はなされていると思うんですけれ

ども、それは水道の方でも、例えば水道

管が破裂して、給水という形の対応は考

えておられると思うんですけど、本管が

もしそういう形で破裂した場合に、２４

時間、お１人そういう形で常駐の方はお

られると思うんですけれども、そこから

どういう系統で、どういう指示で、そう

いう対応に当たられるのか、危機管理の

体制をお聞かせいただきたいと思います。

　それと、徴収漏れの時効２年という形

のものがあるんですけど、その対応策で

すね。どう対応されておるのか、また請

求を出して、それを入ってきたものに対

してどういう形の処理をされているのか、

以上、お聞かせいただきたいと思います。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　４点目の危機管理に伴

いますもので、配水管等の破損した場合

の対応につきまして、ご答弁申し上げま

す。

　本市の水道部におきましては、危機管

理の配水管等の緊急対応の様式をつくっ

ておりまして、水道部長が本部長という

形で、各担当課長が配置を決められてお

ります。工務課に対しましては破損部分

の応急修理班、営業に係りましては給水

班、総務課につきましては一般市民との

連絡、他市との応援体制の連絡等、危機

管理のマニュアルをつくってございます。

こと事故がございました場合は、それを

発動しまして、いち早く事故に伴う対応

を行っていきたいというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　五味課長。

○五味営業課長　２番の鉛管の対策につ

いてでございますけれども、鉛管対策は

人の健康にかかわる重要項目であること

から、主要事業の１つに位置づけされて

おりまして、平成１６年度から初年度と

して実施しております。

　まず、平成１６年度の計画を策定した

時点での市域全体の鉛給水管の残存数は

１万３，２６０件ございました。それが

１６年度末の残存状況でございますけれ

ども、１万２，１３４件、約１，００１

件の解消を認めました。解消の内訳でご

ざいますけれども、１つ工務課で行って

おる給水管の修繕とか、あるいは配水管

整備事業とかで工事を実施して改修をす

るもの、この件数が３１９件でございま

す。それと、更新計画の件数を合わせま

して、合計１，００１件という内容になっ

てございます。

○山本靖一委員長　乾課長。

○乾総務課長　それでは、委員ご質問の

窓口フレックスのメリット、デメリット、

－ 30 －



それから太中の危険手当につきましてご

答弁を申し上げます。

　まず、太中の方の危険手当でございま

すが、これにつきましては有害物取扱業

務従事手当という名前で支給をいたして

おります。太中浄水場では、塩素系の薬

物を使用いたしております。その関係で、

この手当を支給しているものでございま

す。これは直接塩素系の薬をさわる者、

それからまたその薬を注入する施設の修

繕等、あるいは点検等、保守点検等でそ

の場所に出入りするような者、そういっ

た者に対して支給いたしております。こ

れは１当務で５００円支払うことになっ

ております。基本的には太中の職員、管

理職を除きまして全職員にこの手当は支

給するようにしております。

　それから、窓口のフレックスのメリッ

ト、デメリットというようなことでござ

いますが、ご承知のように、私ども水道

部では、お客様窓口ということで、中央

送水所の１階に窓口を設けております。

水道部では中央送水所に勤務する職員に

つきましては、午前８時から午後６時ま

で勤務をいたしております。その仕方が

早出、遅出の２班に職員を分けまして、

早い者は午前８時から午後４時半。遅い

者が午前９時半から午後６時までという

ような勤務をいたしております。

　このメリットといたしましては、やは

り職員が８時から少なくとも半分近くが

出ておりますので、お客様からのあらゆ

る問い合わせにつきまして、本庁に比べ

まして４５分早い時間から対応ができる

と。それからまた、夕方の方は本庁より

も４５分、同じように市民からのあらゆ

る問い合わせ等につきまして、対応がで

きるというようなメリットがございます。

　ただ、デメリットといたしましては、

やはり職員が午前８時から９時３０分、

それから夕方の４時３０分から６時まで

というのは、基本的に中央送水所に勤務

します職員は半分になってしまうんです

ね。そうしますと、私ども、職員数の適

正化計画というものを持っております。

平成２３年度におきまして、私ども職員

数を４６名に持っていきたいと。現在は、

つい先日、水道事業管理者が退職されま

して５８名おりますけれども、これをさ

らにまだ１２名削減していかないといけ

なくなります。そうしますと、やはり窓

口の早出、遅出をやっておりますと、半

分の人数というのが、さらにどんどん少

ない人数になってきますので、人員を確

保するのが難しいというような面が出て

きます。そういった点がデメリットでご

ざいます。

○山本靖一委員長　五味課長。

○五味営業課長　２年時効のあり方につ

いてご説明申し上げます。

　現在、平成１５年１０月の最高裁判所

の判決によって、水道料金の債務時効が

民法適用ということで２年になったわけ

でございます。水道料金の債権の時効と

いうことで、私ども水道事務部会の方で、

北大阪浄水場協議会事務部会の中で、い

ろいろ議論しながら方向性を求めて、今、

議論しているところでございます。

　その具体的な内容というのは、今のと

ころ方向性は各事業体とも定まっている

ところがないんですけれども、最終的に

は条例化をもって、消滅時効２年の取り

扱い、きちっとしたものをとりあえず今

検討しているところでございます。

　一定の方向性でございますけれども、

まず条例化の問題ですね、その辺の問題

と、当面はどうしていくんかという問題

があるんですけれども、最終着陸点は条

例化でもって、各事業体欠損処理という

扱いにさせていただきたいと。今現在で
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は、各市の方では、各会計処理の問題と

か、会計規定の見直しをもって、従来下

水道の徴収受託とも受け取る関係もござ

いますから、従来どおり５年間は徴収を

請求を行って徴収していくと。以降、１

０年間は別帳簿で債権として保管してい

くというふうな方法で、今、検討してい

るところでございます。そういうところ

が今の現状でございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　フレックス対応に関しまし

てお聞きしたかったのは、メリット、デ

メリットという形はそういうことでお聞

きしたんですけど、業務の引き継ぎが、

朝行ってそういう業務をして、夕方行っ

たらそれが引き継がれてないということ

も、過去あったようにお聞きしておりま

す。そういう形をもって、今、人員の形

もありますが、フレックス対応という形

を見直されて、違う方向に考えられるの

か、引き続きこの人数の中でそういった

形を解消すべく、何らかを考えられてい

るか、もう一度ご答弁をお願いしたいと

思います。

　それと、鉛管の話で、ちょっと私自身

が理解できなかったんですが、今、１万

３，０００件ある中で、本年度が１，０

０１件ですか、それが解消されたという

形なんですが、これは先ほど言われまし

たように、健康にかかわる一番大切な問

題という形の中で、このペースでいけば

１３年ぐらいかかるような形になるのか、

それともこれを早い機会にそういった対

応を考えられておるのか、そこをもう一

度お聞かせいただきたいと思います。

　それから、太中浄水場の危険手当に関

してですが、先ほど業務に携わっている

方に対しての手当というのは十分理解で

きるんですが、それ以外に、敷地内にお

られる方に出ているというのは、いかが

なものか。そしたら、その周りの住民の

方なんかにもそういう影響が出る可能性

があるのかという形のもので、その辺の

見解をお聞きしたいと思います。

　それと、時効の話なんですけど、先ほ

ど下水道の方でもあったんですが、木村

副委員長が言われたんですけど、民法で

２年という形の定義がある中で、今、請

求されて、下水道の５年の形のものを引

き継いで対応されて、１０年まではそう

いう対応の仕方をしていくと。市民の方

が、もし民法で条例化するまでに、そう

いうのを振り込んだという形の、いろん

なそういった形で誤解を生むような形が

生まれてくるときに、どういう対応をさ

れるつもりなのか。その辺のところをはっ

かりした方向性をお聞かせ願いたいと思

います。以上です。

○山本靖一委員長　池田部長。

○池田水道部長　野原委員の３点にかか

わる件につきまして、私の方からご答弁

をさせていただきます。

　まず、第１点目の窓口対応のメリット、

デメリットの中で、業務の引き継ぎが悪

いんじゃないか、今後どうしていくのか

というご質問に対しましては、私ども地

方公務員に対しましてのフレックスタイ

ムについては該当はいたしておりません。

フレックスタイムというものにつきまし

ては、研究員、また医師等がフレックス

タイムということで、私ども公営企業の

職員に対しましては時間差出勤という形

をとらせていただいております。

　昨年、いわゆる１６年度で見てみます

と、まず８時から９時までで電話の対応

につきましては年間で１１２件、それか

ら各課の案内につきましては３件、修繕

受け付け等につきましては電話で２１件、

直接はございません。福祉減免等にもご

ざいません。その他としての問い合わせ
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で約２３件。また、１７時から１８時の

間につきましては、各課案内電話が５８

件、直接がゼロ、修繕受け付けが電話で

６件、直接で１件、福祉減免ゼロ、その

他２１件ということの統計をとらせてい

ただいております。

　こういった中で、私ども、先ほど総務

課長がご答弁申し上げておりますように、

平成２３年度をめどに４６名体制という

ことになりますと、まず職員の健康問題

を、やはり取り上げなければならないか

なというふうに考えております。そういっ

た中で見ていきますと、先ほど申しまし

た件数については、私は従来の宿日直等々、

また職員を１から２名残すぐらいで対応

できるんではないかというふうに考えて

おります。こういった中で、今後、もう

少し時間をちょうだいして、どうあるべ

きかということについては、検討させて

いただきたいと思っております。

　それから、太中浄水場の危険手当等々

でございますけれども、太中浄水場の職

員については２０名今現在おります。私

を含めて２０名です。私はこの手当につ

いては支給はされておりません。それで、

塩素系に従事している職員、これにつき

ましては中で１６名従事しております。

したがいまして残りの３名につきまして

は、やはり応援のときに、職員が休んだ

場合ですね、ローテーションで勤務をし

ておりますので、実質１３名おりまして

も、当日の勤務が２名ないし３名になる

わけですから、当然、故障、そういった

ものがあれば、直接職員がさわるという

ことで、１９名の職員については支給は

させていただいております。

　それから、時効の関係でございますけ

れども、水道料金の消滅時効につきまし

ては、先ほど営業課長も申しましたよう

に、平成１５年１０月１０日、最高裁判

所の方で、地方公共団体が経営する水道

の料金歳計につきましては、民法の第１

７３条第１号を定めるということで、５

年から２年になるという判決が是認をさ

れております。したがいまして、私ども、

従来５年の時効を２年ということになり

ますと、いろいろと法律的な解釈がござ

います。こういった結果につながりまし

ては、時効の援用ということが適用され

てこようかと。そうなれば台帳整備をす

る必要があるというふうに認識をいたし

ております。それから、また民法の１４

５条では、時効は債務者が時効の援用を

しなければ効力は生じないという規定等

も適用されております。

　そういった中で、私ども、５年を経過

すれば自動的に料金債権は消滅してしま

うということになろうかと思います。そ

ういった中で、民法の適用を受けるとい

うことで援用されなかった料金歳計、そ

れともう一つは、料金を滞納したまま何

も言わずに転出された場合、我々が言う

てるのは居所不明なんですけれども、そ

ういった料金の債権も、残ってこようか

というふうになろうかと思います。

　したがいまして、最終的には債務の免

除を行うのか、それとも債権放棄をする

のかというようなことが必要になってこ

ようかというふうに思っております。そ

ういった中で、私ども、先ほど営業課長

が申しておりますように、地方自治法１

７１条の７項の規定によりますと、債務

の免除をするには、一定の要件をクリア

する必要が出てこようかと思います。な

かなか容易には免除できないというよう

なこと。また一方では、地方自治法の９

６条の第１項、第１５号の規定によりま

すと、条例の特別の定めがある場合を除

くほか、権利を放棄する場合は議会が必

要になってこようかということになって
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くるわけです。言いかえますと、条例で

債権放棄にかかる規定を定めれば、議会

を要せずに債権放棄も可能になってきま

すよということになろうかと思います。

　したがって、営業課長が申しておりま

すのは、債権放棄に係る条例を制定する

ことが適当でないかというようなことで、

先ほどご答弁申し上げまして、やはりこ

ういった手続をとるには、各市の状況等

も、いわゆる私どもはもっと勉強する必

要があろうかと思います。そういった中

で、決断をしていきたいというふうに考

えております。

　したがいまして、今、水道料金の徴収

につきましては、私どもこういった問題

が出てきますので、一刻も早く徴収に取

りかかるということで、１６年度につき

ましては６月、１２月につきまして、特

別徴収月間というようなことを定めまし

て、料金の回収に当たっておるというこ

とでございます。そういった中で、今後、

もう少し内部で整理方法を的確にして、

対応していきたいというふうに考えてお

ります。

○山本靖一委員長　五味課長。

○五味営業課長　鉛管の計画の完了目標

でございますけれども、これは先ほど申

し上げました１万３，２６０件が計画し

たときの件数でございます。その中で、

１つは先ほど申しました配水管整備事業

とか修繕とか、年間４００件の改修を見

込んでおります。その１０年間で４，０

００件。残り９，２６０件が鉛管対策工

事ということで解消することという計画

で、最終２５年度を目標として取り組ん

でおるところでございますけれども、そ

ういうふうな財政の問題とか、あるいは

これ以外に給水の申し込みによる各家の

引き込み管も解消しておりますので、そ

の辺の動向とかを見ながら、順次目標に

向けて取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

　平成１６年度の計画としましては、当

初、５５０件の解消を見込んでおりまし

たけれども、それを上回る件数の解消が

できたというふうに解釈しております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。フ

レックス対応に関しましては、今、言わ

れたような形で、鋭意努力しているとい

うことで、今後もよろしくお願いしとき

ます。

　鉛管に関してですが、平成２５年が最

終目標と言われてますが、これが本当に

健康にかかわる問題なんで、さっき言わ

れた数値目標が若干上がっている、その

ぐらいの意識じゃなくて、本当に急いで、

一番しなくてはならない事項やと思いま

すので、この辺も鋭意努力していただき

たいという形で、今後の要望にしておき

ます。

　それと、先ほど危険手当の件も、一応

は了解させていただきますので、そうい

う形でいろんな危険な作業に当たられて、

大変かとは思いますが、その辺の見直し

も従事していただいて、今、市の行政が

こういう状況なので、それもよろしく要

望という形でお願いしておきます。

　それと、先ほど１点、私の方が飛ばし

てしまって申しわけなかったんですけど、

危機管理のところで、一応そういうマニュ

アルは全部書かれているという形はお聞

きしたんですけど、そしたらこれが本当

に何年かに１度とか、３年に１度とか２

年に１度、実際のそういう対応、そうい

う防災訓練みたいな形、各消防とかを交

えてそういう形を今までやられてたのか。

そうでないと絵にかいたもちのような形

で、実際、そういう形が起こって対応す

るのと、やっぱり訓練をしている中で対
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応するという形では、全然対応の仕方は

違ってくると思いますので、一番肝心か

なめの人の命とかかわるという形のもの

になりますので、最終ここのご答弁だけ、

もう一回お願いしておきたいと思います。

　それと、時効の形は、これはやっぱり

市民が不公平を感じないという意味で、

督促が来たから払った。払わない人。そ

ういう形で、やっぱり信用をなくすとい

う形が、一番影響としては大きい形かと

思いますので、先ほど言われたみたいな

形で、いち早くそういう線引きをした形

の中で、皆さんが公平な形で、督促とい

う形なり、ほかの時効に対する対応がで

きるような形を一日も早く、条例化する

のも大切ですが、それ以前にそういう形

の意識で、市民にＰＲしていくとか、そ

ういう対応をしていただきたいというこ

とで、要望にかえさせていただきたいと

思います。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　危機管理の、実際に行っ

ているのかというご質問でございますけ

れども、ご答弁申し上げます。

　京都府宮津市の集中豪雨に伴います浄

水を停止という大きな災害が発生したわ

けでございますけれども、その場合でも、

日本水道協会を頭としますなかの大阪府

ブロックの方から大阪支部、北大阪ブロッ

クの方に要請がかかってまいりまして、

それで各市が応援体制を組んで、給水タ

ンクとか、いろいろ人員も配置しまして

現地へ向かっております。それともう一

つは、新潟の方の非常に大きな地震が発

生したときも、日本水道協会の方から待

機をしてくれと。ひょっとすると応援体

制が出てくるんじゃないかということで、

本市も一応待機をして待っておったよう

な状態でございます。それと、来年１月

には、大阪府営水道協議会の方で、大阪

全域の各水道事業体に対しまして、緊急

用の安心給水栓を使っての非常訓練を１

月に実施をするということで、現在、い

ろいろ事務的に調整を進められていると

ころでございます。それと、本市の防災

訓練におきましても、水道部としまして

は、給水タンク及び充填パック機等を現

地へ持って行き、市民の方にこういう形

で給水を行っておりますということも、

ご説明を行っているところでございます。

　水道につきましては、日本水道協会等

がございまして、あと各ブロック、日本

全国にブロック割されまして、ここでし

たら関西ブロック。関西ブロックの下に

大阪支部。大阪支部の下に４つのブロッ

クがございます。この地域におきまして

は北大阪ブロック。おのおの全体が、非

常にそういう甚大な被害が起きた場合は、

お互いに協力をし合うという協力体制が

でき上がっております。ですから、以前

の災害が起きた場合、支部長の方から応

援をしてくれと連絡が来た場合は、本市

の方も班体制を組んで、出動できる体制

はいつも持っているという状態でござい

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。私

の聞きたかったのは、そういう庁内とい

うんか、摂津市内でそういう形の訓練と

か、そういう形を全市、全庁を挙げて、

危機管理というか、そういう形をされた

ことがあるんかという形の内容で、今後

もそういう形のものを、地域の消防団と

か、そういう形も全部巻き込んだ中で、

給水の部分はそういう形でやられている

と思うんですけど、先ほど言いましたよ

うな本管が破裂するとか、そういう形も

絶対ないとは言えませんので、それに対

するいろんな訓練みたいな形を、マニュ

アルだけじゃなくて、実際にそういう訓

－ 35 －



練も何年かに１度とか、そういう形でやっ

ていただくことを要望して終わらせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　それでは、順次質問させて

いただきます。番号を申しますので、申

しわけございません、お答えになるとき

には番号を申していただいて、ご答弁を

お願いいたします。

　まず最初、１番目ですが、給水量につ

いてでございます。給水量、平成１６年

度が１，１１７万５，５８３リューベと

いうことでございまして、平成１５年度

に比べても５万６，４５２リューベ減少

していると。これは８年間連続で減少し

たということでございまして、先ほども

ご説明のときにありましたけれども、こ

れは節水が原因だろうということでござ

います。確かにそれもあるようにも思い

ますけれども。また、配水量と給水量と

の関係ですね。これが１５年度よりも逆

に、配水量については９万８，７８０リュー

ベ増えているということで、有効率につ

いては非常に下がっているということで

ございまして、１６年度の９２．４％。

前の年が９３．６％、平成１５年ですね。

これは下がっているということになって

ますけど。この辺の給水量の話、もう一

遍済みません、減ってきている、８年連

続で減ってきているということ。それか

ら、逆にまた有効率が下がっているとい

うことも含めて、ちょっとご説明お願い

したいと思います。これが１点目。

　それから２点目が、自己水と依存水の

推移なんですが、平成１６年度について

は、自己水の量がかなり多くなっており

ますね。依存水との関係が３３％になっ

ていますね。これは１５年が２７．８％、

１４年が２５．２％に比べると、量的に

もパーセンテージも非常に伸びていると、

多くなっているということでございます。

府営水の責任水量というのがあったと思

うんですが、それとの関係も含めて、多

くなっているということについて、どう

いうふうに解釈をすればいいのか、説明

をお願いしたいと思います。

　それから３番目、給水原価の話。給水

原価について、平成１６年度は１リュー

ベ当たり１９７円１２銭というふうにな

りました。過去５年間で初めて２００円

を切ったことになるんですね。今までずっ

と２００円よりも高かったんですが、な

ぜかというのはおかしいんですが、努力

されたんだと思いますが、どう努力して

２００円を切ったのかということを、ちょっ

と自己評価も入れてご説明ください。

　それから４番目、料金改定について。

平成１６年４月に、一般公衆浴場用の水

道料金について一部改正をされました。

１６年度は鳥飼野々でしたか、新しいスー

パー銭湯なんかが開業したりして、一般

公衆浴場の水量が非常にふえてますね。

その辺とあわせて、どのように影響を与

えたのか、１６年度決算の中に与えたの

かご説明ください。

　５番目でございますが、先ほど鉛管の

話、鉛管取り替えの話をされましたけれ

ども、約１，０００件とおっしゃいまし

たね、１６年度。この水道事業会計決算

書の中の１８、１９ページの中の、鉛管

に関する取り替えの件数を計算をします

と５９０件になるんですけど。これに即

して説明していただくと、これ以外にま

だほかにも４００件ぐらいの件数がどっ

かに隠れてあるのかということ。ちょっ

とこの辺、これに即してご説明いただけ

ませんでしょうか。

　それから６番目、水道料金でございま

すが、口座振替率が下がってきています。

１６年では７７．５％。１５年ですと７
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８．２％。１４年は７８．６％。１３年

７９．５％と、だんだん下がってきてい

るんですけど。当然ですが自主納付の方

が、切りかえてふえているということに

なります。これはどういう傾向なんでしょ

うか、どういうふうに見られているんで

しょうか、この状態について。ちょっと

ご説明をお願いします。

　それから、一般の水道料金は平成１４

年に値上げを行っておられますけれども、

水道料金についての考え方について、１

６年度決算を終えた段階で、どのように

考えていらっしゃるのか、ちょっとご答

弁ください。

　それから８番目ですが、自己水のＰＲ

について。いろいろ私も太中の浄水場は

何回か寄せていただいて、利き水なりい

ろんなことをさせていただいたりして、

水道部の人は太中の水はおいしいという

ふうに自信を持っておっしゃるんですね。

成分もミネラルウォーターを上回るぐら

いに成分はいいんですよと。売ってる水

よりもいい水なんですと。それやったら

売ったらええやないかと私なんか思うわ

けですが、実際に売ってる市があるんで

すね。ご存じだと思いますけど、例えば

岡山市、これは岡山城をラベルに張って、

ペットボトルに入れて、「ごっくん桃太

郎おかやまの水」という名前をつけて、

５００ミリリットル１００円で売ってま

す。１日に２０本ぐらいは売れるそうで

すけども、これは地下水なんです。地下

水をくみ上げて、塩素を入れずに加熱殺

菌をして、ボトル詰めをして売っている

と。ほかにもありますね。四日市市も売っ

てます。これも加熱殺菌して売ってると、

これは井戸水です。それから横浜市。こ

れは「はまっ子どうし」というふうに名

前をつけて売っています。これは塩素を

入れたまま売ってます。水道の水と同じ

水だそうです。これはごっつう売れてい

るそうです。それから東京も売ってます

ね。東京の水道局、５００ミリリットル

１００円で売ってます。高度浄水処理し

た水道水を入れて売っていると。少なく

とも１０か所はこういう事例があるとい

うことでございます。非常にミネラルウォー

ターという需要が多くなっている。ふえ

てきているということで、先ほど、節水

の効果もさることながら、こういうミネ

ラルウォーターがそれにちょっとかかわっ

ていると。飲料水は買うて飲むというふ

うに変わってきているというのも、影響

の１つにはあるんだろうとは思うんです。

水道水が何となくおいしくないとか、ま

た生水は体によくないとか、そういう意

識が高いと。それに比べて売ってる水は

おいしいと。生水という感覚が余りない

わけですね。多分、水としてはさほど違

いがないにもかかわらず、そういうふう

に消費者、市民の方が感覚的に持たれて

いるということが、１つの水道水離れの

原因ではないかと、こういうふうな分析

もされています。ならばということで、

今、紹介したような市では、水道水もこ

んなにおいしいんですよということをＰ

Ｒする意味も兼ねて販売しているという

ことになります。こういった検討につい

て、どのように考えておられるのか、一

度考えをお示しください。

　それから、９番目でございますが、今、

摂津市には太中浄水場に大きな丸いタン

クがありますね。それから中央送水所、

それから千里丘の給水所、それから鳥飼

というふうに、大きな丸いタンクが町中

にあります。非常に殺風景な雰囲気なん

ですね。それは機能上は水をためておか

なければいけないという。侵入者があっ

たら、命の水をためてあるものですから、

入れないように柵をしておかなあかんと
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いう。機能的にはそれできちっと守られ

ているわけですけど、非常に殺風景な、

愛着のわかない施設ですね。ある市、こ

れは水道の施設じゃないんですが、ガス

タンクに絵をかいて、非常に愛着のある

ようにしている地域のことがテレビで紹

介されていました。ガスタンクに桃の絵

をかいたりとか、スイカの絵をかいたり

とか、そういうのがあったわけですが、

ちょっと愛着のわくようなことを考えら

れてはどうかと思うんです。例えば、小

学生に絵の募集をしていただいて、そう

いう絵をちょっと壁面にかいて、そうい

うので市民の皆さんに愛着の持てるよう

な、愛称もあって、そんなふうにすれば、

もっと市政に関心を持ってもらえるよう

なことになるのではないかと思いますが、

そういうことについてはどのようにお考

えなのか、一度教えてください。

　それから、先ほど野原委員から質問が

あった中で、不納欠損の話。転出すると

きに住民票を動かして、滞納したまま住

民票を動かして、わからなくなってしま

うというケースがあると、こういう話が

ありました。時間がたって、追跡調査を

しても間に合わなければ時効になってし

まうという話がありましたけど。それやっ

たらレストランに入って食い逃げをして、

料金を払わずに逃げてしまうのとよく似

ているケースだと思うんですけど。レス

トランだったら、食い逃げ防止のために、

あらかじめ食券を買ってもらうとか、い

ろいろ工夫しているわけですけど。住民

票を動かすときの手続の中に、滞納のあ

る人については、そういう対応を先にし

ないと住民票が出せないというようなこ

とにはできないものでしょうか。でなけ

れば、何か。法律的には別々やから、そ

こまで制限できへんということならば、

この問題はいつまでたっても連携がなかっ

たら減らないということに、その件に関

してですけど。たまったまま転出される

という件については、この辺については

どうなんでしょうか、一度ご答弁をお願

いしたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　質疑を余り制限する

つもりはないんですが、８番、９番につ

いては、ちょっと一般的なことになりま

すので、その辺を配慮していただいてお

願いしたいと思うんですが、答弁を求め

ます。乾課長。

○乾総務課長　それでは、藤浦委員のご

質問のうち２番目の、自己水と依存水の

関係といいますか、府営水、責任水量の

関係ということで。

　これについてどういうことかというこ

とですが、まず自己水につきましては、

以前は４５０万トンぐらい自己水をくみ

上げていた時代もございます。ところが、

自己水につきましては、平成８年ごろを

ピークに、毎年減少してきてしまってい

るということで、平成１４年には３０８

万トンぐらいにまで減ってしまっていた

ということでございます。実際、自己水

がこのように１４０万トンとか１３０万

トンとか減ってしまいますと、どうなる

のかといいますと、太中浄水場の運転コ

ストといいますか、ランニングコストと

いいますか、それはこういうふうに自己

水が減少してもほとんど変わらない。監

視とか、あるいは施設の維持管理に当た

る職員の数というのは余り減少させられ

ない実際２０人の体制をずっと組んでき

ていると。それからあと、施設の維持管

理のコスト、これも常に老朽化があれば

更新をかけたり、不具合があれば修繕を

したりとか、そういうコストも、たくさ

ん水をくみ上げていたときと、少なくなっ

たときとでは、ほとんど変わっていない
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ということで、何が変わるのかといいま

すと、直接的には水をくみ上げる動力費

でありますとか薬品費などが、少し水が

多くつくのと少ないのとでは変化が生じ

るんですけども、総じて言えば、先ほど

も申しましたように、ランニングコスト

がほとんど変わらない。

　そういう中で、１３０万トン仮に減少

したとすれば、かわりにまた府営水を、

それに近い数字を買わないといけないと。

買わないといけないのは責任水量という

ことで、大阪府と摂津市の間の取り決め

によって、摂津市が買い取る、受水を受

ける水量を決められておるということで

ございます。だから、受水費は高いまま

で、ランニングコストも高いままという

ような状態で、非常に効率が悪うござい

ました。

　それで、結局のところ、経営状況を分

析してみますと、府営水の受水量を削減

するということは、直接的にコストの削

減につながるということが明白にわかっ

てきましたので、それで平成１５年、平

成１６年と府営水の依存水を削減して、

自己水をふやしたと。浄水場のランニン

グコストはほとんど変わらずに済ませた

ということで、経営にとっては自己水を

ある程度保っておく方が有利というふう

に考えております。今後とも自己水の量

というのは、４００万トン前後、ないし

は４００万トンをさらに超えていくよう

な数字で推移をさせていきたいというふ

うに考えております。

　それから、給水原価のことでございま

すけれども、給水原価はどういった努力

ということなんですけれども、１つは今

申し上げました府営水の受水費ですね、

この費用を大幅に削減いたしました。そ

れから、あと投資的な経費を抑制、ない

しは平準化することによりまして、起債

の発行を抑えてきたと。それによりまし

て支払利息が大幅に減少してきていると。

それからまた同時に、投資を抑えている

ものですから、減価償却費も年々減少し

てきているということで、その結果、２

００円をようやく切ることができたとい

うことでございます。

　ただ、今後、やはり太中浄水場を中心

とした浄・送水施設の更新時期に来てお

りますので、更新ないしは大規模改修の

時期に来ておりますので、一定の改修は

続けていきますので、この給水原価はさ

らに下がるかどうかというのは微妙なと

ころでございます。一時的にはまた逆に

ふえたりすることもあると思います。

　それから、７番目の料金改定の今後の

考え方でございますが、私どもは、摂津

市の水道料金の水準は、府下的に見まし

て非常に高い水準にあると認識いたして

おります。このため、昨年、太中浄水場

等の検討委員会というものをつくりまし

て、いろいろ今後の施設改修やら経費の

抑制について、いろいろ検討をいたしま

した。その結果、水道部といたしまして

は経営健全化計画の案まではつくりまし

た。それを正式なものに計画として公表

まではいたしておりませんけれども、い

ろいろ浄水場の稼働率を高めて受水費を

抑えると。それからあと、投資的な経費

を抑える、あるいはさらに人件費もでき

るだけ抑制していくということで、中長

期的に水道料金につきましては値上げを

回避して、何とか府下の平均的な料金に

近づけるよう努力してまいりたいと、こ

のように考えております。

　それから、１０番目の不納欠損のこと

で、ちょっと先ほどから、野原委員のと

きからも答弁させていただいております

けれども、住民票が動かされて、あるい

は転出されて、住民票を動かされたりと
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かして、居場所がわからなくなって時効

を迎えてしまうというようなお話がござ

いました。住民票の届け出をされるとき

に、要は滞納のある人については、納め

てくださいよと言えるような体制をつく

れないかというようなことだと思うんで

すが、これはなかなか難しい問題でござ

いまして、摂津市で住民票の届けをして、

転出届けをして、それから他市へ転出さ

れる方もおられますし、他市に転出して

から、届けをこちらの方に、逆に戻され

るといいますか、そういうような形もあ

るように聞いておりますので、先に事実

が先行してしまうというんですか、先に

転出してしまうという方が多くあるとい

うふうに聞いておりますし、また住民票

の届出の受理と、水道料金の支払という

のは、全く法的には別なものでございま

して、なかなかそれをもって押さえると

いうのは、なかなか難しいのかなという

ふうにも思っております。

　それからもう１点、住民票を動かして

居場所がわからなくなった方については、

時効が成立してしまうというようなこと

のご発言がありましたけれども、確かに

民法では水道料金は２年で時効を迎える

と、納付すべき時期から２年を経過すれ

ば時効を迎えるということは、消滅時効

の時期を迎えるということは確かでござ

います。ただ、これには必ず援用という

ものが必要です。要は、もうこの水道料

金に時効が来てますから支払いませんよ

という、はっきりした意思表示ですね。

意思表示をしていただくことが必要なん

です。ですから、意思表示も何もされな

いままで転出されてしまうという方につ

きましては、時効は成立しません、時効

の時期は来ますけれども、債権は消滅い

たしません。

　ですから、先ほどもちょっと営業課長、

部長も申しておりましたけれども、債権

の整理ということが必要になってきまし

て、援用されない料金債権につきまして

は、いつまでも残ってしまう。だから整

理しておかないといけないと。それだっ

たら１０年も２０年もたっても債権が残っ

ているじゃないかということになります

ので、先ほど条例、債権放棄条例という

ようなことを申し上げていたかと思うん

ですが、そういう条例でもつくって、５

年あるいは１０年で債権を消滅させてし

まうという、そういう条例をつくるとい

うのも、一案であるということを申し上

げたところでございます。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　藤浦委員の５番目の鉛

管対策事業以外の鉛管の切り替え件数は

どのようになっているかということにつ

きまして、ご答弁申し上げます。

　修理等で給水管を直した場合の件数で

ございますけれども、そのときに鉛管も

一緒に交換を行っております件数は３１

件でございます。それと、配水管維持管

理事業で、事故の多発します給水管の、

そういう場所の給水管切り替え工事にお

けるものが９８件ございます。それと、

あと下水等の移設工事に伴いますものが

２９件でございます。あと、配水管整備

事業等で、配水管と同時に給水管の切り

かえを行っております件数が１６２件で

ございます。合計３２０件を１６年度に

実施を行っております。

○山本靖一委員長　五味課長。

○五味営業課長　１番の給水量の減少に

ついてということでございますけれども、

平成１６年度の使用水量が平成１５年度

に比べて落ち込みました要因でございま

すけれども、一般家庭の１３ミリ及び２

０ミリの使用者件数は増加している状況

です。１，６４２件増えております。こ
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れに対しまして、使用水量につきまして

は、３万３２リューベ。それと２５ミリ

以上の口径につきましても同様、使用者

の数は増加しております。これは１１７

件増加しているのに対しまして、使用水

量は２万９，１８８トンの減少が見られ

ております。これは、やっぱり不景気の

関係とか、節水意識の関係とかが主な要

因だと理解しておるところでございます

けれども、それと一般家庭でご使用になっ

ておられます洗濯機とか、そういうもの

の改善といいますか、よくなってきたと

いうふうな面も考えられると、そういう

ふうな部分も低下の減少の理由ではない

かというふうに理解しておるところでご

ざいます。

　それと、有収率の関係でございますね。

○山本靖一委員長　スーパー銭湯の関係

とか。

　池田部長。

○池田水道部長　私の方から、４点目の

平成１６年一般公衆浴場、スーパー銭湯

の関係ですね。これにつきましてご答弁

をさせていただきます。

　平成１４年度の４月１日に一般料金を

改定させていただきました。それで、平

成１６年４月１日には、いわゆるスーパー

銭湯の水道料金の改正をさせていただい

たと。これらの理由につきましては、や

はり給水原価を割っておったと。一般公

衆浴場につきましては物価統制令で、地

域のおふろ屋さんにはそういった法律を

適用しておると。ただ、スーパー銭湯等

につきましては、物価統制令に適用する

けれども、若干、一般の公衆浴場、単純

に言えば、一例を言いますと３９０円、

今現在３９０円ですけれども、スーパー

銭湯は５００円と。料金は３９０円です

けれども、ロッカー使用料等で上乗せを

されると。それで、一般公衆浴場と同等

の扱いということになると、私ども水道

部としましては、給水原価割れをしてま

で水を供給するということについては、

いかがなもんでしょうかということでの

料金改正。また、摂津の湯につきまして

は、スーパー銭湯と違った形、その他公

衆浴場という料金も適用させていただい

ておりましたので、そういった点を考慮

する中で、一般公衆浴場の料金、いわゆ

る１，０００立方メートルまでの水量に

ついては維持をさせていただきましたけ

れども、１，０００立方メートル以上に

ついては給水原価を割らないような形で

の料金改正をさせていただいたというこ

とです。

　それから、水道料金の口座振替、自主

納付等について、口座振替の率が下がっ

てきているではないかというようなご質

問ですけれども、確かに私ども、納付の

一覧を見てまいりますと、平成１６年度

については口座振替が７７．５％、自主

納付が２２．５％。１５年度については、

委員がご質問されておるように、口座振

替は７８．２％、自主納付が２１．８％

ということですけれども、これについて

も、やはり昨今の社会経済状況、いわゆ

る経済不況等によって、やはり需要者の

預金不足等々も若干出てきております。

通帳に残高がないというようなことで、

自主納付にさせてほしいというような申

し入れがたびたびございます。そういっ

たものが影響されてこようかと思います。

　それと、先ほど委員長の方も、８番目、

９番目については割愛ということでした

けれども、これらについても、私ども、

平成４年から太中の自己水についてのペッ

トボトルをつくりました。これらにつき

ましては、先ほど総務課長が申しており

ますように、太中の更新に合わせて、自

己水の水が従来は３００万トンまでいか
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なかった時期もございます。そういった

中で、私ども平成４年から７年まではペッ

トボトルをつくってＰＲをしておりまし

たけれども、昨今、充填パック機を導入

しましたので、コスト的に見て高くつき

ますので、ペットボトルの中止に踏み切っ

たということです。

　それと、あとタンクの件につきまして

しても、募集はしましたけれども応募が

なかったということで、私ども、施設の

老朽化に合わせて、タンク等についても、

中の防水、また外壁の塗装等もしていか

なければならないという時期ですので、

今現在、見合わせておるというような状

況ですので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　林参事。

○林水道部参事　１番の有収率の減少に

ついてご説明申し上げます。

　１５年度より１６年度が約１．２％有

収率が減少しているところでございます。

参考までに申し上げますと、大阪府下で

は、本市は高い方から１４位、大阪府下

の平均が９０．８％ということになって

ございます。この中で、普通有収率が下

がってまいりますと、漏水があったんじゃ

ないかというように、いろいろそういう

ご指摘がされるというふうに考えており

ます。今回におきましても、いろいろ漏

水の調査も行っております。その中で大

きなものとしまして、５００ミリの配水

本管のループ化を図りましたことにより

ます工事的な洗管作業に要した水量も非

常に大きかったと。

　それと、おっしゃっておられます漏水

なんですけれども、非常にいろいろ調査

をいたましたところ、千里丘三島線、ちょ

うど美鈴紙業の横あたりで、道路の会所

に水が常時流れているやないかという市

民の方からのご通報がございまして、調

査をいたしましたところ、２０ミリの古

い給水管、多分キャップをされておった

管が、何らかの理由で抜けて、道路の会

所に流れ込んでおったんじゃないかとい

うふうな、長期的になかなか発見ができ

なかったという、その辺の水量も非常に

日数が長くなりますと、量的にも多くな

ると。その辺の計算をいたしましたら、

ある程度の有収率が昨年並みに回復がで

きてきたというふうに考えています。

　それとあと、最近の傾向といたしまし

て、給水量がずっと右肩下がりになって

きているということにつきましては、一

般市民の方の節水意識の向上も大きな理

由じゃないかというふうに考えておりま

す。

　あと、いろいろ漏水の対策等につきま

しては、今後とも老朽管の取り替え及び

鉛管対策等を積極的に行い、漏水量をで

きるだけ減らしていきたいというふうに

に考えております。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　ご答弁いただいてありがと

うございます。２回目の質問をさせてい

ただきたいと思います。

　まず１点目の、先ほどの水量の話と有

収率の話でございますけれども、まさし

く懸念をしているのは、漏水なりがある

んじゃないかということが、一番気になっ

たわけでございますけれども、洗管作業

が大分多くあったということでございま

して、下がったのじゃないかということ

でございます。大阪府下で９８．８％と

いうことでございますけど、高いにこし

たことはないという面もありますし、こ

れはしっかり努力していただきたいと思

います。

　その関連で、影響がもっとあるのでは

ないかなという懸念をしている漏水です

ね、漏水について懸念していることは、
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給水の方式を、水圧を上げていってはり

ますよね。これは昔は２階までしか直圧

で上げれなかったものが３階まで上げれ

るように、今、５階とか上げれるとか。

これはまさしく水圧を上げるという作業

を、多分、管を入れ直して新しいとこか

らやるとか、そういう考え方でやっては

ると思うんですが、圧が上がると漏水し

やすくなるとか、破裂しやすくなるとか

いうことが出てくるわけです。こういう

ことは関係してないのかという、関係し

ているかなと思ったんです。９２．４％

が数字が下がっているのを見て、関係あ

るんじゃないかなと私は思ったんですけ

れども、摂津市の水道設備の中での水圧

を上げていっている問題と関係ないのか

どうか、一度ちょっとお答えを。今、先

ほど管が、２０ミリの管のふたが飛んで

しまって水が流れたという件もそうです

が、それもひょっとしたら、水圧を上げ

たがために外れたのかもわからへんし、

管の破裂も含めて、水圧と有収率と管の

話の関係で、どんな関係にあるのか。摂

津市においてはどうなのか、ちょっと教

えていただきたいと思います。

　それから２つ目の、自己水と依存水の

問題ですが、責任水量の何トンとかいう

のは言っていただかなかったんですが、

まず摂津市の場合は何トンが責任水量に

なっているのか。それで、減ったんです

ね、ちょっと減らしていただいたんです

ね。その辺で支払う金も減ったんだと思

うんです。なおかつ今、それを全部使わ

んでも、昔はそれをとにかく使わな損だ

と、大阪府からの責任水量を使わな損や

と。自己水を抑えてでも使わんと、同じ

金を払わなあかんねんからという考え方

やったと思うんです。ところが、今の話

を聞くと、いやそうやないと、できるだ

け太中を稼働させた方が、全体として費

用は下がるということがわかったという

ことで、どんどんくみ上げているという

ことでございます。そんなら、限界はもっ

と上ですよね。今、稼働率が５８％ぐら

いしか稼働させてないということは、もっ

と増やせるということになりますよね。

もっと増やしたらどんどん安くなるもの

なのか。安くなるねんやったら、増やし

たらええじゃないかと私は思いますが。

　そうすると、例えばさっきのおいしい

水の話に戻りますが、なるだけその範囲

をふやして、千里丘の一部なんかは、一

部だけ残って、１丁目、２丁目、３丁目

の途中までは太中の水になってますね。

前はもうちょっと向こうまでやったのが

増えたりしてますけど。そないして増や

したらええんちゃうかなと思ったりする

んですが。その辺のことはどうなのでしょ

うか。もっと増やした方が安くなるんやっ

たら、増やした方がええと思うんですが、

その辺と、今の責任水量のトン数と、合

わせてお答えください。

　給水原価の話はわかりました。これは

しっかり努力をしていただいて、先ほど、

２番目とリンクしますけど、頑張って下

げていただけるように、これは要望して

おきます。

　それから、４番目の、影響額の話がな

かったんですが、５００万ぐらいですか、

五百数万円ぐらいの影響額なんですか、

差し引き。これは単純な差し引きですけ

れど、それを改正したことによって５０

０万ぐらいは増収につながったのかなと

私は見てるんですが、そうかなと思うん

ですが。これはわかりました、了解でご

ざいます。

　それから、５番目の件もわかりました。

これは結構です。数が合いました。こう

いうふうな形で、これはしっかりとまた

本当に計画的に、今の話を聞くと、うま
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く配水管工事のときに合わせて直したり、

また何かの工事のときに一緒に直したり

という形で、直していっていただいてお

りますので、なるだけ件数を上げて直せ

るように。しかも、ついでにうまく費用

を抑えながら改修をしていけるように、

これは取り組んでいただけるように、努

力していただくように要望しておきます。

　水道料金の振替率が下がってきている

ということについて、本当になかなか景

気がよくなったようで、やっぱり厳しい

のが現状であるというのは、もうよくわ

かるご答弁だと思うんですが、一部の人

には、やっぱり納付しに行くなかなか時

間もないという声も聞くんです。特に若

い方は、なかなか時間が、仕事も忙しい

し、銀行やそういうところがあいている

時間にもなかなか行きにくいということ

があって、公共料金なんかは、電話とか

電気はコンビニエンスストアなんかでも

できるようになってきています。こうい

う考え方について、前に一度お聞きした

ことがあります。でも、大分、口銭が高

いというようなことがあったんですけど

も、このままずっとまた自主納付率が上

がっていくようであれば、一度検討され

てもいいのではないかと思うんですが、

何かそのことについて、以前検討された

ことをお聞きしてますが、一度その辺の

問題点をできれば教えてください。

　それから、値上げの話は、先ほどお答

えいただきました。これは本当に企業努

力をしていただいて、府下でも高い方に

なってますので、これは本当に頑張って

いただきますように、これはお願いして

おきたいと思います。

　先ほど、企業努力の一環として人員削

減の話もされていましたね。特にこれか

ら５８人を４６人に目指して頑張ってい

くということでございました。これも大

きな改革の１つではあろうと思いますし、

これもしっかり取り組んでいただきたい

と思いますし、この間、水道管理者が辞

任されましたけど、この後任を立てはる

つもりは、ここで聞けるかどうかわかり

ません、聞けないかもわかりませんね。

今、水道部長という形で兼任をされて、

代理をされていますけれども、これも１

つの削減という意味においては、どのよ

うな考え方をされていくのか。これはど

こかで市長が聞いていらっしゃいますの

で、市長に届けとばかりに言っておきた

いと思います。しっかり頑張ってくださ

い。

　それから、８番、９番は結構でござい

ます。以上です。

○山本靖一委員長　３点について答弁を

求めます。

　池田部長。

○池田水道部長　まず、私の方から、自

己水と依存水の関係の部分でございます

けれども、太中浄水場につきましては、

昭和４０年３月に完成をしたということ

で、今日まで約４０年経過をしておりま

す。そういった中で、やはり施設の老朽

化ということで、自己水の揚水が非常に

落ちたと。そういったことで平成７年か

ら施設の改良整備に着手をしたというこ

とで、４か年で管理と配水池の更新、ま

た電気計装設備等の更新をさせていただ

いてきたと。また、平成１６年度から、

再度、送・配水施設についての整備をす

るということでしたけど、これについて

はやはり給水原価等々を抑えるには、や

はり１年間見送って、本当に水道事業の

経営のあり方について、まず勉強しよう

じゃないかというようなことで、私ども、

今日にまいっております。ただ、本来、

送・配水施設については１４年度から１

５年度について、基幹施設整備である送・
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配水設備の一部については着手をしたと。

したがって、そういった更新によって、

施設の稼働率が上昇してきたということ

になってまいっております。そういった

中で、今日、いわゆる太中の自己水が４

００トンまで回復してきたという経過に

なるわけです。

　それで、一方、やはり受水費について

は、受水費が料金改定をすると、やはり

各水道事業体は料金改正に走らないかん

というようなことにもなりかねませんの

で、私ども施設整備を進めるに当たって、

やはり自己水をもっとくみ上げていこう

というような観点から、大阪府営水の承

認水量の減量に努力をしたということで

す。

　それで、今現在８１８万トンまで下げ

ております。簡単に申し上げますと、平

成１３年度については２０万トンの減。

１５年度につきましては５１万トンの減。

平成１６年度については２２万トンの減

ということで努力をしてまいりました。

また、一方では、大阪市営水の分水契約

の廃止ということで、大阪市からも分水

を受けておりました１４万トンを削減す

ることによって、やはり経費の節減とい

うことで、私ども努力をしてまいったと

ころでございます。

　今後につきましては、先ほども総務課

長が申しておりますように、施設更新が

順調に進めば、もう少し太中の自己水に

ついては用水は可能かというふうに考え

ております。ただ、私ども摂津市域を４

ブロックに割りますと、太中水系の水源

の見直しもしなければならないという課

題が残ってこようかと思います。といい

ますのは、私ども市内のブロックについ

ては、府営水の水系、鳥飼については大

阪府営水の水系になっております。また、

別府、一津屋地域におきましても、中央、

鳥飼の一部が水源となっております。千

里丘送水所につきましては大阪府営水の

水源、太中のエリアにつきましては、最

近工務課の方で管の整備をしていただい

ているおかげで、昨今は千里丘の１丁目

から２丁目までが太中の水源ということ。

それと、また別府につきましては浜町、

北別府についても太中の水源が今行って

おるというふうに、私どもは理解してお

ります。そういった中で、今後、千里丘

方面につきましても、太中の水が上がっ

ても、夏場は消化できても、その水の冬

場はどこへ持っていくかというような問

題も実はあるんです。それを解消すべく、

私どもは千里丘のガードが３００ミリの

口径を今、埋設というようなことで取り

かかっております。そういったことが完

成すれば、太中の水ももう少し千里丘方

面にも送れるんではないかと。そういっ

た水道の部分についても、いろいろな課

題があろうかと思います。そういったこ

とを克服しながら、やはり自己水を守り、

いわゆる低廉な、豊富に安心・安全な水

の供給に努力してまいりたいというふう

に考えております。

　それと、口座振替の考えですけれども、

近隣各市でコンビニエンスストアを利用

している市もまだ少のうございます。と

いいますのは、コンビニの場合につきま

しては、相当手数料が高くつくというこ

とです。したがいまして、私ども徴収に

ついて、どうしても納められないという

ようなことも聞いて、時間差出勤等も始

めさせていただきました。ただ、その結

果を見た中で、やはりそういった時間外

の利用者が増えれば、またその時期には

検討していきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

○山本靖一委員長　林参事。
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○林水道部参事　水圧と漏水の関係でご

ざいますけれども、確かに水圧が上がっ

てきますと、事故の発生率は上がってく

るというふうに考えます。考えますけれ

ども、実際の水道の器具の水圧テストの

結果が、現在のヘクトパスカルではなく

て、昔の水圧でいきますと７．５キログ

ラム／平方センチメートルの水圧まで大

丈夫だという一定の基準がございます。

その中で漏水の要因としますのは、老朽

化してきた管は、やっぱり漏水の発生率

が高いと。仮に漏水があった場合、水圧

が高ければ表に出る流量も多くなるとい

うふうに考えております。ですから、古

い老朽管等、鉛管等、できるだけ今の計

画でいきますと、約１０年の計画がござ

いますけれども、順調になくしていきた

いというふうに考えてございます。

○山本靖一委員長　藤浦委員。

○藤浦委員　最後、要望にさせていただ

きます。

　先ほどの水圧等の話をご答弁いただき

ました。有収率をしっかり上げれるよう

に、またこれは本当に努力をしていただ

きますことを要望しておきますので、よ

ろしくお願いします。

　それから、自己水と依存水の推移、こ

れは先ほどご答弁いただきました、現在

の大阪府の責任水量は８１８万トンで、

１６年度で８１７万トン供給されたと、

ほぼとんとんというところですね。そう

いう努力があって、今、来ているという

ことでございますので、これはまだ方向

性としては、もうちょっと伸ばそうかと

いうことですかね。またその分、大阪府

にもうちょっと減らしてというお願いも

していくようですね。これはまたしっか

り努力していただいて、より給水原価が

下がっていくような方向で努力していた

だきますように、お願いしておきます。

　さっきのコンビニの話ですが、難しい

話ですよね。手数料をたくさん取られる

しという話もありますし。これは、課題

として研究していただいて、それから自

主納付率の推移も見ながら検討していた

だくように。

　それから、時間差の窓口についても、

先ほどちょっとその取扱件数を年間でおっ

しゃってましたけども、なかなか利用さ

れている件数も余り多くないなと思って

おりますので、これも先ほどの人員削減

の中では、一度、利用件数がどうなのか

検討されてもいいんじゃないかなと思い

ます。この辺は適時、全体観に立って、

しっかりと今後対応していただきますこ

とを要望させていただいて、質問を終わ

らせていただきます。ありがとうござい

ます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　これで質疑を終わり

ます。

　暫時休憩いたします。

（午後２時５０分　休憩）

（午後２時５３分　再開）

○山本靖一委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第２号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。
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　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第６号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○山本靖一委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会いたします。

（午後２時５４分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長    山　本　靖　一

　建設常任委員    　藤　浦　雅　彦
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